
調査表４－１

市区町村別集計項目（推進体制等）
市区町村数 41

無 無

条例名称 公布日（西暦） 施行日（西暦）

現
在
の
状
況

計画名称

女性活
躍推進
法との
関係

計画
策定
の
方法

現在
の
状況

23 26 11 40

28 100 神戸市
企画調整局企画課男女共
同参画センター

1 1 1 1
神戸市男女共同参画の推進に関する
条例

2003年3月27日 2003年4月1日 神戸市男女共同参画計画（第5次） 2021年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1

28 201 姫路市 男女共同参画推進課 1 1 1 1 姫路市男女共同参画推進条例 2016年2月23日 2016年4月1日 姫路市男女共同参画プラン２０２２ 2013年4月1日 ～ 2023年3月31日 1 1
28 202 尼崎市 ダイバーシティ推進課 1 2 1 1 尼崎市男女共同参画社会づくり条例 2005年12月27日 2005年12月27日 第３次尼崎市男女共同参画計画 2017年4月1日 ～ 2022年3月31日 1 1
28 203 明石市 明石市　男女共同参画課 1 1 0 0 0 あかし男女共同参画プラン 2011年4月1日 ～ 2022年3月31日 1 1
28 204 西宮市 男女共同参画推進課 1 1 1 1 0 西宮市男女共同参画プラン 2019年4月1日 ～ 2029年3月31日 1 0

28 205 洲本市
市民生活部　市民課　人
権推進室

1 2 1 1 0 第３次洲本市男女共同参画プラン 2018年4月1日 ～ 2023年3月31日 1 0

28 206 芦屋市 人権・男女共生課 1 2 1 1 芦屋市男女共同参画推進条例 2009年3月27日 2009年4月1日
第4次芦屋市男女共同参画行動計画ウィ
ザス・プラン

2018年4月1日 ～ 2023年3月31日 1 1

28 207 伊丹市 同和・人権推進課 1 2 1 1 0 第2期伊丹市男女共同参画計画 2017年4月1日 ～ 2022年3月31日 1 0
28 208 相生市 地域振興課 1 2 1 1 0 第2次相生市男女共同参画プラン 2013年4月1日 ～ 2023年3月31日 0 1
28 209 豊岡市 ジェンダーギャップ対策室 1 2 0 1 3 第3次豊岡市男女共同参画プラン 2017年4月1日 ～ 2022年3月31日 1 1
28 210 加古川市 市民活動推進課 1 1 1 1 0 第5次加古川市男女共同参画行動計画 2021年4月1日 ～ 2027年3月31日 1 1

28 212 赤穂市 市民対話課 1 2 0 1 赤穂市男女共同参画社会づくり条例 2005年3月25日 2005年4月1日
第２次赤穂市男女共同参画プラン（一部
見直し）

2017年3月 ～ 2024年3月 1 1

28 213 西脇市 茜が丘複合施設 1 1 1 1 0 第２次西脇市男女共同参画基本プラン（改定版） 2017年4月1日 ～ 2022年3月31日 1 1
28 214 宝塚市 人権男女共同参画課 1 1 1 1 宝塚市男女共同参画推進条例 2002年6月27日 2002年7月1日 第２次宝塚市男女共同参画プラン 2016年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1
28 215 三木市 人権推進課 1 1 0 1 3 三木市男女共同参画プラン（第３次） 2018年4月 ～ 2025年3月 1 1
28 216 高砂市 人権推進課 1 2 1 1 0 第３次たかさご男女共同参画プラン 2021年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1
28 217 川西市 人権推進課 1 2 1 1 川西市男女共同参画推進条例 2015年6月30日 2015年7月1日 第３次川西市男女共同参画プラン【改定版】 2018年4月1日 ～ 2023年3月31日 1 1

28 218 小野市
市民安全部ヒューマンライ
フグループ

1 2 1 1
小野市はーと・シップ（男女共同参画）
社会推進条例

2002年9月26日 2002年10月1日 はーと・シッププラン 2016年4月 ～ 2022年3月 1 1

28 219 三田市 まちづくり協働センター 1 2 0 1 0 第5次三田市男女共同参画計画 2018年4月 ～ 2023年3月 1 1
28 220 加西市 ふるさと創造課 1 2 0 0 0 第二次かさいゆめプラン 2012年4月1日 ～ 2022年3月31日 0 1
28 221 丹波篠山市 人権推進課 1 2 0 0 0 第2次丹波篠山市男女共同参画プラン 2012年12月1日 ～ 2022年3月31日 0 1
28 222 養父市 市民生活部人権・協働課 1 2 1 0 0 第３次養父市男女共同参画プラン 2017年4月 ～ 2022年3月 1 1

28 223 丹波市 人権啓発センター 1 1 1 1 丹波市男女共同参画推進条例 2019年3月7日 2019年4月1日
第3次丹波市男女共同参画計画「丹（まご
ころ）の里ハーモニープラン」

2018年4月 ～ 2023年3月 1 1

28 224 南あわじ市 総務企画部ふるさと創生課 1 2 0 0 0 第２次南あわじ市男女共同参画計画 2018年4月 ～ 2023年3月 1 1

28 225 朝来市 人権推進課 1 1 1 1 3
第３次朝来市男女共同参画プラン～ウィ
ズ（with)プラン～

2018年4月 ～ 2023年3月 1 1

28 226 淡路市 市民人権課 1 2 1 1 0 第２次淡路市男女共同参画プラン 2018年4月1日 ～ 2023年3月31日 1 1

28 227 宍粟市 市民生活部人権推進課 1 2 1 1
宍粟市誰もが自分らしく生きる共同参
画社会づくり条例

2021年3月12日 2021年4月1日 第2次宍粟市男女共同参画プラン 2020年4月1日 ～ 2030年3月31日 1 1

28 228 加東市 人権協働課 1 2 1 1 0 第3次加東市男女共同参画プラン 2019年4月 ～ 2024年3月 1 1
28 229 たつの市 市民生活部　人権推進課 1 2 1 0 0 第２次たつの市男女共同参画プラン 2017年4月1日 ～ 2027年3月31日 0 1
28 301 猪名川町 生活部福祉課人権推進室 1 2 0 1 0 第三次男女共同参画行動計画 2017年4月 ～ 2022年3月 0 1
28 365 多可町 生涯学習課 1 2 1 1 多可町男女共同参画社会づくり条例 2010年4月1日 2010年4月1日 第２次多可町男女共同参画計画 2018年4月1日 ～ 2028年3月31日 1 1

28 381 稲美町
稲美町教育委員会　教育
政策部　人権教育課

2 2 0 0 0 第2次稲美町男女共同参画プラン 2012年4月 ～ 2022年3月 0 1

28 382 播磨町 生涯学習グループ 2 2 1 0 0 播磨町男女共同参画行動計画 2012年4月1日 ～ 2022年3月31日 0 0
28 442 市川町 企画政策課 1 2 0 0 0 第2期市川町男女共同参画プラン 2021年4月 ～ 2026年3月 1 1
28 443 福崎町 社会教育課 2 2 0 0 0 福崎町男女共同参画基本計画 2016年4月 ～ 2026年3月 1 1
28 446 神河町 総務課 1 2 0 0 0 第2次神河町男女共同参画推進計画 2021年4月1日 ～ 2031年3月31日 1 1
28 464 太子町 企画政策課 1 2 0 0 0 第4次太子町男女共同参画プラン 2019年4月1日 ～ 2024年3月31日 1 1
28 481 上郡町 教育総務課 2 2 0 0 2 1
28 501 佐用町 生涯学習推進室 2 2 0 0 0 佐用町男女共同参画推進計画 2017年4月 ～ 2022年3月 1 1
28 585 香美町 人権推進室 1 2 0 0 0 第２次香美町男女共同参画行動計画 2016年4月1日 ～ 2022年3月31日 1 1
28 586 新温泉町 新温泉町人権推進室 2 2 0 1 0 第3次新温泉町男女共同参画社会プラン 2017年3月 ～ 2021年3月 1 0

＜選択肢回答＞
所属 庁内連絡会議 男女共同参画に関する条例 男女共同参画に関する計画 現在の状況
１　首長部局 １　有 現在の状況 女性活躍推進法の推進計画との関係 １　策定に向け検討中
２　教育委員会 ０　無 １　2022年3月末までの制定を目途に検討中 １　一体 ０　策定予定がない、検討していない

２　2021年度以降の制定を目途に検討中 ０　一体でない
事務所掌 諮問機関 ３　その他 計画の策定方法
１　男女共同参画・女性等を名称に冠した専管課 １　有 ０　検討していない １　単独計画として策定
２　１ではない ０　無 ０　総合計画の一部として策定
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調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．１

愛称・通称 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ
単
独

複
合

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

23 2 21 16 6 1 17 5 1

28 100 神戸市 神戸市男女共同参画センター あすてっぷKOBE 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通3丁目4番3号 078-361-6978 078-361-6477

https://www.city.kobe.lg.jp/
a29530/kurashi/activate/c
ooperation/asuteppu/index
.html

○ ○ ○

28 201 姫路市
姫路市男女共同参画推進セン
ター

あいめっせ 670-0012
兵庫県姫路市本町68番地290　イーグレひめじ
３階

079-287-0803 079-287-0805
https://www.city.himeji.lg.jp
/i-messae/

○ ○ ○

28 202 尼崎市 尼崎市立女性・勤労婦人センター
尼崎市女性セン
ター・トレピエ

661-0033 尼崎市南武庫之荘3丁目36番1号 06-6436-6331 06-6436-5757
http://www.amagasaki-
trepied.com

○ ○ ○

28 203 明石市 あかし男女共同参画センター 673-0886
兵庫県明石市東仲ノ町6-1アスピア明石北館7

       階
078-918-5600 078-918-5618 http://a-machi.jp/center/ ○ ○ ○

28 204 西宮市 西宮市男女共同参画センター ウェーブ 663-8204
兵庫県西宮市高松町4番8号プレラにしのみや
4階

0798-64-9495 0798-64-9496
https://www.nishi.or.jp/bun
ka/danjokyodosankaku/ind
ex.html

○ ○ ○

28 205 洲本市

28 206 芦屋市 芦屋市男女共同参画センター ウィザスあしや 659-0064 芦屋市精道町8番20号 0797-38-2518 0797-38-2175
https://www.city.ashiya.lg.j
p/danjo/withus/centerwith
us.html

○ ○ ○

28 207 伊丹市 伊丹市立男女共同参画センター ここいろ 664-0895 伊丹市宮ノ前2-2-2　商工プラザ5階 072-781-5516 072-781-5530 https://itami-kokoiro.jp/ ○ ○ ○

28 208 相生市 相生市男女共同参画センター
相生市男女共同
参画センター

678-0031 兵庫県相生市旭一丁目2番10号 0791-23-7130 0791-23-7137

https://www.city.aioi.lg.jp/s
oshiki/chiikishinko/aioishid
anjokyoudousankakusenta.h
tml

○ ○ ○

28 209 豊岡市

28 210 加古川市 加古川市男女共同参画センター 675-0031
加古川市加古川町北在家2718青少年女性セ
ンター2階

079-424-7172 079-454-4190
http://www.city.kakogawa.l
g.jp

○ ○ ○

28 212 赤穂市 赤穂市女性交流センター 678-0233 赤穂市加里屋中洲3丁目55 0791-43-7800 0791-43-6810
http://www.city.ako.lg.jp/sh
imin/jinken/joseikouryucen
ter.html/

○ ○ ○

28 213 西脇市 西脇市男女共同参画センター 677-0057 兵庫県西脇市野村町茜が丘16番地の1 0795-25-2800 0795-25-2220
https://www.city.nishiwaki.l
g.jp/miraie/

○ ○ ○

28 214 宝塚市 宝塚市立男女共同参画センター エル 665-0845 宝塚市栄町2-1-2　ソリオ2　4階 0797-86-4006 0797-83-2424
https://www.takarazuka-
ell.jp/

○ ○ ○

28 215 三木市 三木市男女共同参画センター こらぼーよ 673-0433 三木市福井1933-12 0794-89-2331 0794-89-2331
https://www.city.miki.lg.jp/
soshiki/18/

○ ○ ○

28 216 高砂市 高砂市男女共同参画センター 676-8501 兵庫県高砂市荒井町千鳥１丁目１番１号 079-443-9133 079-442-2229
http://www.city.takasago.lg.
jp/

○ ○ ○
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28 217 川西市 川西市男女共同参画センター パレットかわにし 666-0015 兵庫県川西市小花１丁目８番－１ 072-759-1856 072-759-1891
http://www.gesca-
kawanishi.jp/

○ ○ ○

28 218 小野市 小野市男女共同参画センター 675-1366
兵庫県小野市中島町72小野市うるおい交流館
エクラ内

0794-62-6765 0794-62-2400
https://www.ksks-
arche.jp/danjo/

○ ○ ○

28 219 三田市 まちづくり協働センター 669-1528 三田市駅前町2番1号キッピーモール6階 079-563-8000 079-563-8001 http://www.city.sanda.lg.jp ○ ○ ○

28 220 加西市 加西市男女共同参画センター 675-2395 加西市北条町北条28番地1 0790-42-0106 0790-42-0133
https://www.city.kasai.hyog
o.jp/site/furuso0000/1437.
html

○ ○ ○

28 221 丹波篠山市
丹波篠山市男女共同参画セン
ター

フィフティ 669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41番地 079-552-6926 079-554-2332
http://www.city.tambasasa
yama.lg/soshikikarasagasu/
jinkensuishinka/index.html

○ ○ ○

28 222 養父市 養父市男女共同参画センター 667-8651 養父市八鹿町八鹿1675 079-662-7601 079-662-7491
https://www.city.yabu.hyog
o.jp/soshiki/shiminseikatsu
/jinken/4/1276.html

○ ○ ○

28 223 丹波市 丹波市男女共同参画センター 669-3467
丹波市氷上町本郷300番地　丹波ゆめタウン2
階（市民プラザ内）

0795-82-8684 0795-82-8692
https://www.tamba-
plaza.jp/

○ ○ ○

28 224 南あわじ市
28 225 朝来市

28 226 淡路市 淡路市市民協働センター 656-2132
兵庫県淡路市志筑新島10番地3　イオン淡路
店アルクリオ1階

0799-64-0999 0799-70-1460 https://www.city.awaji.lg.jp ○ ○ ○

28 227 宍粟市 宍粟市男女共同参画センター 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢65-3 0790-63-0840 0790-63-0841
https://www.city.shiso.lg.jp
/

○ ○ ○

28 228 加東市

28 229 たつの市

28 301 猪名川町

28 365 多可町

28 381 稲美町

28 382 播磨町

28 442 市川町

28 443 福崎町

28 446 神河町

28 464 太子町

28 481 上郡町

28 501 佐用町

28 585 香美町

28 586 新温泉町

市町村４－２



調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．２　 兵庫県
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28 100 神戸市 神戸市男女共同参画センター 1992年3月10日 5 7 91,835 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

28 201 姫路市 姫路市男女共同参画推進センター 2001年9月1日 11 4 10,942 ○ ○ ○ ○ ○

28 202 尼崎市 尼崎市立女性・勤労婦人センター 1993年11月2日 3 7 10,986 ○ ○ ○ ○ ○ 講座受講者等の託児サービス事業
28 203 明石市 あかし男女共同参画センター 2002年4月18日 20 15 864 ○ ○ ○ ○ ○
28 204 西宮市 西宮市男女共同参画センター 2000年10月1日 5 4 35,210 ○ ○ ○ ○ ○ 学習室の貸出

28 205 洲本市

28 206 芦屋市 芦屋市男女共同参画センター 1994年8月1日 8 2 3,783 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

28 207 伊丹市 伊丹市立男女共同参画センター 2020年4月1日 4 8 5,936 ○ ○ ○ ○ ○

28 208 相生市 相生市男女共同参画センター 2003年6月1日 4 0 710 ○ ○ ○ ○ ○

28 209 豊岡市

28 210 加古川市 加古川市男女共同参画センター 2002年4月1日 3 3 2,245 ○ ○ ○ ○ ○ ○
男女共同参画推進専門員（女性活躍推進担
当）による企業訪問、チャレンジショップ（手作り
品即売会）の開催

28 212 赤穂市 赤穂市女性交流センター 1998年10月30日 0 1 418 ○ ○ ○ ○
28 213 西脇市 西脇市男女共同参画センター 2015年10月18日 2 1 4,328 ○ ○ ○ ○ ○
28 214 宝塚市 宝塚市立男女共同参画センター 1989年10月1日 7 3 47,668 ○ ○ ○ ○ ○

28 215 三木市 三木市男女共同参画センター 2002年9月2日 3 1 2,499 ○ ○ ○ ○

28 216 高砂市 高砂市男女共同参画センター 2001年4月1日 4 2 1,377 ○ ○ ○ ○

28 217 川西市 川西市男女共同参画センター 2002年6月9日 3 2 8,833 ○ ○ ○ ○ ○ ○       併設の市民活動センター事業の実施

28 218 小野市 小野市男女共同参画センター 2005年3月20日 4 1 8,700 ○ ○ ○

28 219 三田市 まちづくり協働センター 2005年9月15日 2 3 218,017 ○ ○ ○ ○ ○ ○

28 220 加西市 加西市男女共同参画センター 2003年4月1日 0 1 2,500 ○ ○ ○

28 221 丹波篠山市 丹波篠山市男女共同参画センター 2003年4月1日 4 2 1,917 ○ ○ ○

28 222 養父市 養父市男女共同参画センター 2007年4月1日 1 0 2,700 ○ ○ ○
市が委嘱した男女共同参画推進員と協働し、事
業について検討し実施

28 223 丹波市 丹波市男女共同参画センター 2019年10月22日 2 1 8,494 ○ ○ ○ ○ ○

28 224 南あわじ市

28 225 朝来市

28 226 淡路市 淡路市市民協働センター 2016年4月1日 1 1 248 ○ ○ ○ ○

28 227 宍粟市 宍粟市男女共同参画センター 2021年4月1日 0 1 3,328 ○ ○ ○ ○ ○

28 228 加東市

28 229 たつの市

28 301 猪名川町

28 365 多可町

28 381 稲美町

主　　　　な　　　　事　　　　業
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男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(２０２１　年　4　月　1　日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

予算額
（千円）

名　　称
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予算額
（千円）

名　　称

28 382 播磨町

28 442 市川町

28 443 福崎町

28 446 神河町

28 464 太子町

28 481 上郡町

28 501 佐用町

28 585 香美町

28 586 新温泉町

市町村４－２ (2)



調査表４－３

市区町村別集計項目（男女共同参画に関する宣言、首長、自治会長等の状況）　

うち うち うち うち うち

女
性
市
区
長
数

女
性
副
市
区
長
数

女
性
町
村
長
数

女
性
副
町
村
長
数

女
性
自
治
会
長
数

2 29 3 10.3 41 0 0.0 12 1 8.3 12 0 0.0 7,111 485 6.8

28 100 神戸市 1 0 0.0 3 0 0.0

28 201 姫路市 1 0 0.0 2 0 0.0 895 37 4.1

28 202 尼崎市 1 1 100.0 2 0 0.0 592 129 21.8

28 203 明石市 1 0 0.0 2 0 0.0 476 88 18.5

28 204 西宮市 1 0 0.0 1 0 0.0

市への
届出書
類に男
女別を
記入す
る箇所
がない
ため、公
表できる
正確な
数値を
把握して
おりませ
ん。

28 205 洲本市 1 0 0.0 2 0 0.0 164 6 3.7

28 206 芦屋市 1 1 100.0 1 0 0.0 81 11 13.6

28 207 伊丹市 1 0 0.0 1 0 0.0 199 44 22.1

28 208 相生市 1 0 0.0 1 0 0.0 126 8 6.3

28 209 豊岡市 1 0 0.0 2 0 0.0 359 0 0.0

28 210 加古川市 1 0 0.0 2 0 0.0 319 25 7.8

28 212 赤穂市 1 0 0.0 1 0 0.0 96 2 2.1

28 213 西脇市 1 0 0.0 1 0 0.0 87 1 1.1

28 214 宝塚市 1994年10月21日 男女共同参画社会実現に向けての声明 1 1 1 100.0 1 0 0.0 280 56 20.0

28 215 三木市 1 0 0.0 2 0 0.0 193 5 2.6

28 216 高砂市 1 0 0.0 1 0 0.0 129 4 3.1

28 217 川西市 1 0 0.0 1 0 0.0 133 16 12.0

28 218 小野市 1 0 0.0 2 0 0.0 90 4 4.4

28 219 三田市 1 0 0.0 2 0 0.0 179 15 8.4

28 220 加西市 2007年11月11日 加西市男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 142 0 0.0

28 221 丹波篠山市 1 0 0.0 1 0 0.0 261 3 1.1

28 222 養父市 1 0 0.0 1 0 0.0 154 1 0.6

28 223 丹波市 1 0 0.0 1 0 0.0 299 2 0.7

女
性
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（％）
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数
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性
比
率

（％）

兵庫県
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うち うち うち うち うち

女
性
市
区
長
数

女
性
副
市
区
長
数

女
性
町
村
長
数

女
性
副
町
村
長
数

女
性
自
治
会
長
数

女
性
比
率

（％）

町

村

長

数

女
性
比
率

（％）

男 女 共 同 参 画 に 関 す る 宣 言 首　　長　、　自　　治　　会　　長　　等　　の　　状　　況

女
性
比
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宣　　言　　名　　称

宣

言

年

月

日

28 224 南あわじ市 1 0 0.0 1 0 0.0 203 3 1.5

28 225 朝来市 1 0 0.0 1 0 0.0 159 0 0.0

28 226 淡路市 1 0 0.0 2 0 0.0 232 4 1.7

28 227 宍粟市 1 0 0.0 1 0 0.0 156 0 0.0

28 228 加東市 1 0 0.0 1 0 0.0 96 1 1.0

28 229 たつの市 1 0 0.0 1 0 0.0 213 6 2.8

28 301 猪名川町 1 0 0.0 1 0 0.0 49 1 2.0

28 365 多可町 1 0 0.0 1 0 0.0 62 0 0.0

28 381 稲美町 1 0 0.0 1 0 0.0 65 3 4.6

28 382 播磨町 1 1 100.0 1 0 0.0 45 4 8.9

28 442 市川町 1 0 0.0 1 0 0.0 30 1 3.3

28 443 福崎町 1 0 0.0 1 0 0.0 33 0 0.0

28 446 神河町 1 0 0.0 1 0 0.0 40 0 0.0

28 464 太子町 1 0 0.0 1 0 0.0 66 1 1.5

28 481 上郡町 1 0 0.0 1 0 0.0 123 3 2.4

28 501 佐用町 1 0 0.0 1 0 0.0 131 0 0.0

28 585 香美町 1 0 0.0 1 0 0.0 119 1 0.8

28 586 新温泉町 1 0 0.0 1 0 0.0 35 0 0.0

＜選択肢回答＞
男女共同参画に関する宣言
　宣言の形態

１　首長声明
２　議会の議決
３　庁内連絡会議の決定
４　その他

市町村４－３



調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No1

1 2 その他

うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

1,745 1,506 23,702 7,084 29.9 1,458 1,296 19,824 5,920 29.9 237 143 1,423 215 15.1 1,144 125 10.9 1,297 137 10.6

小計 1,452 1,291 19,720 5,877 29.8 228 137 1,397 209 15.0

28 100 神戸市 40.0 2026年3月 191 158 2,819 872 30.9 法律・条例・規則・要綱等によって設置・開催されたもの 103 94 1,760 536 30.5 6 5 44 10 22.7 61 5 8.2 62 5 8.1 2 2021年3月31日 2 2021年3月31日 2 2021年3月31日

28 201 姫路市
40～
60％

2023年3月 94 89 1,339 465 34.7 地方自治法第202条の3に基づくもの 94 89 1,339 465 34.7 6 3 41 4 9.8 54 6 11.1 55 6 10.9 2 2021年3月31日 2 2021年3月31日 2 2021年3月31日

28 202 尼崎市 40.0 2022年3月 55 53 650 244 37.5 法律及び条令により定められた付属機関の委員 55 53 650 244 37.5 6 5 35 8 22.9 36 9 25.0 37 10 27.0 1 1 1

28 203 明石市 30.0 2022年3月 30 28 603 171 28.4
地方自治法第２０２条の３又は法令、条例により設置されている審議
会等

30 28 603 171 28.4 6 4 32 5 15.6 29 3 10.3 30 3 10.0 2 2020年4月1日 2 2020年4月1日 1

28 204 西宮市 80 69 836 275 32.9 6 4 35 4 11.4 30 3 10.0 31 3 9.7 1 2 2020年8月1日 1
28 205 洲本市 30.0 2022年4月 26 23 604 153 25.3 第２０３条の３に該当する審議会 25 22 567 149 26.3 5 3 32 4 12.5 37 4 10.8 38 4 10.5 1 1 1

28 206 芦屋市 40.0 2023年3月 75 70 821 291 35.4

１　法律又は政令により設置されている審議会等　２　法律により設
置されている委員会等（地方自治法第180の5）　３　条例、規則等に
より設置されている懇話会、会議等　４　要綱等により設置されてい
る懇話会，会議等

48 45 532 179 33.6 5 3 16 4 25.0 32 4 12.5 33 5 15.2 1 1 1

28 207 伊丹市 40.0 2022年3月 53 47 642 188 29.3 法律及び条令による設置の審議会 47 41 612 179 29.2 6 6 30 9 30.0 40 2 5.0 1 1 1

28 208 相生市 30.0 2023年3月 48 41 458 112 24.5
1.法律または政令により設置されている審議会等 
2.条例・規則等により設置されている懇談会、会議等 
3.要綱等により設置されている懇談会、会議等

28 22 342 73 21.3 6 4 28 6 21.4 34 4 11.8 35 4 11.4 2 2021年3月31日 2 2021年3月31日 2 2020年9月1日

28 209 豊岡市 50.0 2022年3月 73 59 998 296 29.7

・法律または政令により設置されている審議会等。法律により設置さ
れている委員会等。条例、規則、要綱等により設置されている懇談
会、会議等。

29 27 458 129 28.2 5 3 58 6 10.3 41 6 14.6 42 6 14.3 1 1 1

28 210 加古川市 40.0 2027年3月 62 58 671 216 32.2

法律又は政令により設置されている審議会等、法律により設置され
ている委員会等、条例・規則等により設置されている懇談会・会議
等、要綱等により設置されている懇談会・会議等

53 49 569 174 30.6 5 4 52 7 13.5 27 2 7.4 28 2 7.1 1 1 1

28 212 赤穂市 30.0 2024年3月 36 24 526 106 20.2 赤穂市の執行機関の付属機関 29 20 478 91 19.0 6 3 40 6 15.0 38 2 5.3 39 2 5.1 1 1 1

28 213 西脇市 30.0 2022年3月 51 48 800 235 29.4

地方自治法第180条の５に基づく委員会等、地方自治法第202条の３
に基づく審議会等、市の条例、規則に基づく委員会等（広域除く） 41 40 521 156 29.9 6 4 31 6 19.4 33 4 12.1 34 4 11.8 1 1 1

28 214 宝塚市
40～
60％

2025年3月 61 56 764 275 36.0 法律、市付属機関設置条例・その他条例に基づく審議会　等 62 57 778 281 36.1 6 4 35 7 20.0 39 6 15.4 40 7 17.5 1 1 1

28 215 三木市 40.0 2022年3月 48 43 574 204 35.5 法律、条令、規則及び要綱により設置する審議会で常設設置のもの 37 32 446 155 34.8 6 3 28 5 17.9 25 9 36.0 26 9 34.6 2 2021年3月31日 2 2021年3月31日 1
28 216 高砂市 25.0 2026年3月 31 26 371 85 22.9 法令又は条例により設置されている審議会等 31 26 371 85 22.9 6 3 29 4 13.8 28 2 7.1 29 2 6.9 1 1 1
28 217 川西市 30.0 2023年3月 45 40 574 173 30.1 地方自治法（第202条の3）に基づく審議会等 45 40 574 173 30.1 6 6 33 8 24.2 38 4 10.5 39 4 10.3 1 1 1
28 218 小野市 40.0 2022年3月 34 31 457 144 31.5 執行機関の付属機関 11 10 191 52 27.2 6 4 39 5 12.8 28 4 14.3 28 4 14.3 1 1 1

28 219 三田市 35.0 2023年3月 67 59 1,157 403 34.8
地方自治法（第202条の３）に基づく審議会及び要綱・規則に基づく
審議会等 53 47 755 294 38.9 5 3 26 4 15.4 25 9 36.0 26 9 34.6 1 1 1

28 220 加西市 19 13 221 50 22.6 6 2 25 4 16.0 27 1 3.7 28 1 3.6 1 1 1

28 221 丹波篠山市 30.0 2022年3月 65 65 1,064 426 40.0 法律又は条例により、市長その他の執行機関が設置する附属機関
及びこれに準ずる機関

64 64 1,064 426 40.0 6 3 38 4 10.5 26 9 34.6 27 9 33.3 1 1 1

28 222 養父市 17 15 208 38 18.3 5 3 39 5 12.8 30 3 10.0 31 3 9.7 1 1 1

28 223 丹波市 35.0 2023年3月 73 58 1,230 350 28.5 地方自治法第138条の4第3項に基づき設置する付属機関及び規
則、要綱等に基づき設置する協議会、委員会等

47 39 635 191 30.1 5 3 37 4 10.8 27 3 11.1 1 1 1

28 224 南あわじ市 30.0 2023年3月 47 40 561 155 27.6 法令・条例・規則により設置されている審議会等 47 40 561 155 27.6 5 3 68 8 11.8 33 3 9.1 34 3 8.8 1 1 1
28 225 朝来市 30.0 2023年3月 50 35 571 146 25.6 法令、条例で設置されている地方自治法に基づく審議会等 37 35 571 146 25.6 5 1 28 2 7.1 27 2 7.4 28 2 7.1 1 1 1
28 226 淡路市 30.0 2023年3月 27 24 315 86 27.3 全て 27 24 315 86 27.3 5 3 34 5 14.7 29 3 10.3 30 3 10.0 1 1 1
28 227 宍粟市 40.0 2030年3月 53 52 752 232 30.9 条例等に基づいて設置された審議会、審査会及び委員会等 39 38 486 181 37.2 6 4 36 6 16.7 41 5 12.2 42 5 11.9 1 1 1

28 228 加東市 30.0 2024年3月 63 55 851 218 25.6

1法律または政令により設置されている審議会等、2法律により設置
されている委員会等（地方自治法第180条の5）、3条例、規則等によ
り設置されている懇談会、会議等、4要綱等により設置されている懇
談会、会議等

32 28 407 107 26.3 6 3 33 4 12.1 35 3 8.6 36 3 8.3 1 1 1

28 229 たつの市 30.0 2025年3月 51 37 732 131 17.9 第2次たつの市総合計画において、施策・評価を行っている審議会 24 19 312 51 16.3 5 2 32 3 9.4 32 1 3.1 33 1 3.0 2 2021年5月1日 2 2021年5月1日 2 2021年5月1日
28 301 猪名川町 40.0 2021年3月 21 17 212 55 25.9 条例等により設置された審議会等 15 13 182 50 27.5 6 4 30 5 16.7 18 0 0.0 2 2021年3月31日 2 2021年3月31日 2 2021年3月31日

28 365 多可町 30.0 2028年3月 30 26 397 91 22.9 地方自治法（第202条の3）に基づく審議会等 30 26 397 91 22.9 6 5 35 9 25.7 21 1 4.8 22 1 4.5 1 1 1

28 381 稲美町 13 13 155 39 25.2 6 4 30 5 16.7 28 1 3.6 29 1 3.4 1 1 1
28 382 播磨町 40.0 2017年3月 18 16 228 53 23.2 各種委員会・審議会 10 10 150 41 27.3 5 3 24 5 20.8 36 1 2.8 36 2 5.6 1 1 1
28 442 市川町 20.0 2025年4月 13 9 167 34 20.4 法律、政令、条例により設置されている審議会等 13 9 167 34 20.4 5 2 26 2 7.7 19 0 0.0 20 0 0.0 1 1 1

28 443 福崎町 37.0 2026年3月 46 35 558 177 31.7

法律により設置されている委員会等（地方自治法第180条の５） 
法令、条例で設置されている地方自治法に基づく審議会等（地方自
治法第202条の３） 
条例、規則、要綱等により設置されている懇談会、会議等

19 14 241 42 17.4 5 3 31 5 16.1 20 0 0.0 21 0 0.0 2 2021年3月31日 2 2021年3月31日 2 2021年3月31日

28 446 神河町 40.0 2031年3月 18 15 224 55 24.6 広域の審議会を除く審議会 18 14 225 55 24.4 5 2 27 4 14.8 20 1 5.0 21 1 4.8 1 1 1
28 464 太子町 30.0 2023年3月 14 10 129 29 22.5 地方自治法第202条の3及び第180条の5に基づく審議会等 9 8 104 27 26.0 5 2 25 2 8.0 18 2 11.1 2 2021年3月31日 2 2021年3月31日 2 2021年3月31日
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市町村４－４



うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

総
委
員
数

（再掲）
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員
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数
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基づく委
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ド
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村
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数
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名

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値

目
標
値

（％）

目
標
達
成
期
限

審
議
会
等
数

女
性
比
率
（％）

その他

調査時点コード

その他

目標設定の対象である審議会等の範囲

総
委
員
数

地方自治法（第202条の３）に基づく
審議会等における登用状況

審
議
会
等
数

（再掲）
市町村防災会議
(会長を含む)

総
委
員
数

女
性
比
率
（％）

総
委
員
数

女
性
比
率
（％）

目標設
定の対
象であ
る審議
会等の
目標及
び現状
値

その他

地方自治
法（第202
条の３）に
基づく審
議会等に
おける登
用状況

28 481 上郡町 24 17 234 48 20.5 6 2 26 3 11.5 18 0 0.0 19 0 0.0 1 1 1
28 501 佐用町 18 16 301 52 17.3 6 3 41 4 9.8 43 4 9.3 44 4 9.1 1 1 1

28 585 香美町 40.0 2022年3月 15 11 218 49 22.5
法令又は政令により設置されている審議会等及び条例により設置さ
れている委員会等 15 11 218 49 22.5 5 3 37 4 10.8 24 1 4.2 25 1 4.0 1 1 1

28 586 新温泉町 30.0 2023年9月 61 48 665 164 24.7 新温泉町各委員会等委員名簿登載の委員会 14 14 184 57 31.0 5 3 31 4 12.9 0 0 16 1 6.3 1 1 1

市町村４－４



調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No2（広域圏で設置している審議会等）

うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

6 5 104 43 41.3 9 6 26 6 23.1

神戸市 0 0 0 0 0 0 0 0

姫路市 0 0 0 0 0 0 0 0

尼崎市 0 0 0 0 0 0 0 0

明石市 0 0 0 0 0 0 0 0

西宮市 0 0 0 0 0 0 0 0

洲本市 0 0 0 0 0 0 0 0

芦屋市 0 0 0 0 0 0 0 0

伊丹市 0 0 0 0 0 0 0 0

相生市 0 0 0 0 0 0 0 0

豊岡市 0 0 0 0 1 0 3 0 0.0

加古川市 0 0 0 0 1 1 3 1 33.3

赤穂市 0 0 0 0 0 0 0 0

西脇市 6 5 104 43 41.3 2 2 5 2 40.0

宝塚市 0 0 0 0 0 0 0 0

三木市 0 0 0 0 0 0 0 0

高砂市 0 0 0 0 0 0 0 0

川西市 0 0 0 0 0 0 0 0

小野市 0 0 0 0 0 0 0 0

三田市 0 0 0 0 0 0 0 0

加西市 0 0 0 0 0 0 0 0

丹波篠山市 0 0 0 0 0 0 0 0

養父市 0 0 0 0 0 0 0 0

丹波市 0 0 0 0 1 1 3 1 33.3

南あわじ市 0 0 0 0 0 0 0 0

朝来市 0 0 0 0 0 0 0 0

淡路市 0 0 0 0 0 0 0 0

宍粟市 0 0 0 0 0 0 0 0

加東市 0 0 0 0 0 0 0 0

たつの市 0 0 0 0 1 1 3 1 33.3

猪名川町 0 0 0 0 0 0 0 0

多可町 0 0 0 0 0 0 0 0

稲美町 0 0 0 0 0 0 0 0

播磨町 0 0 0 0 1 1 3 1 33.3

市川町 0 0 0 0 0 0 0 0

福崎町 0 0 0 0 1 0 3 0 0.0

神河町 0 0 0 0 1 0 3 0 0.0

太子町 0 0 0 0 0 0 0 0

上郡町 0 0 0 0 0 0 0 0

佐用町 0 0 0 0 0 0 0 0

香美町 0 0 0 0 0 0 0 0

新温泉町 0 0 0 0 0 0 0 0
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（％）
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数
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（％）
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（再掲）
　　市町村防災会議
       (会長を含む)
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値

（％）
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度

審
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等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

審
議
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等
数
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数

女
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（％）
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委員会等における登用状況

（再掲）
　　市町村防災会議
        (委員のみ）

女
性
比
率

（％）

委
員
会
等
数

総
委
員
数
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調査表４－４

市区町村別集計項目（女性公務員の登用）

1 2

うち

うち うち うち うち うち うち うち

管

理

職

数

女

性

うち
女理
性職
管数

女

性

数

うち
女
性
数

女

性

数

うち
女
性
数

女

性

数

うち
女
性
数

女

性

数

うち
女
性
数

女

性

数

うち
女
性
数

女

性

数

5,513 1,038 18.8 3,888 524 13.5 826 86 10.4 594 51 8.6 724 96 13.3 538 55 10.2 3,963 856 21.6 2,756 418 15.2 1,923 601 31.3 1,316 373 28.3 8,067 2,391 29.6 5,383 1,364 25.3 2,143 107 5.0 211 4 1.9

28 100 神戸市 979 152 15.5 793 89 11.2 54 10 18.5 51 8 15.7 191 21 11.0 160 13 8.1 734 121 16.5 582 68 11.7 1820 473 26.0 1277 268 21.0 1 1530 70 4.6 80 1 1.3 1

28 201 姫路市 295 33 11.2 247 28 11.3 105 7 6.7 91 6 6.6 0 0 0 0 190 26 13.7 156 22 14.1 219 29 13.2 162 23 14.2 599 135 22.5 406 92 22.7 1 20 0 0.0 7 0 0.0 1

28 202 尼崎市 275 34 12.4 224 29 12.9 13 2 15.4 11 1 9.1 63 2 3.2 52 2 3.8 199 30 15.1 161 26 16.1 38 8 21.1 32 8 25.0 660 186 28.2 541 175 32.3 1 26 5 19.2 15 2 13.3 1

28 203 明石市 318 66 20.8 236 30 12.7 35 6 17.1 30 4 13.3 66 7 10.6 57 5 8.8 217 53 24.4 149 21 14.1 0 0 0 0 419 95 22.7 291 42 14.4 1 10 0 0.0 5 0 0.0 1

28 204 西宮市 373 53 14.2 246 28 11.4 117 15 12.8 67 4 6.0 256 38 14.8 179 24 13.4 788 208 26.4 484 84 17.4 1 128 5 3.9 14 0 0.0 1

28 205 洲本市 47 4 8.5 43 4 9.3 11 1 9.1 11 1 9.1 1 0 0.0 1 0 0.0 35 3 8.6 31 3 9.7 34 8 23.5 31 7 22.6 88 37 42.0 72 21 29.2 1 6 0 0.0 1 0 0.0 1

28 206 芦屋市 159 56 35.2 79 25 31.6 33 3 9.1 12 1 8.3 0 0 0 0 126 53 42.1 67 24 35.8 14 8 57.1 1 0 0.0 215 74 34.4 128 49 38.3 1 11 1 9.1 2 0 0.0 1

28 207 伊丹市 305 83 27.2 150 35 23.3 39 4 10.3 22 2 9.1 76 18 23.7 22 4 18.2 190 61 32.1 106 29 27.4 29 16 55.2 0 0 457 165 36.1 241 69 28.6 1 115 5 4.3 12 0 0.0 1

28 208 相生市 44 6 13.6 35 4 11.4 12 1 8.3 10 1 10.0 32 5 15.6 25 3 12.0 23 6 26.1 16 3 18.8 37 20 54.1 22 10 45.5 1 3 0 0.0 1 0 0.0 1

28 209 豊岡市 142 24 16.9 116 15 12.9 22 1 4.5 21 1 4.8 7 0 0.0 3 0 0.0 113 23 20.4 92 14 15.2 125 17 13.6 103 16 15.5 196 66 33.7 144 52 36.1 1 8 1 12.5 2 0 0.0 1

28 210 加古川市 146 10 6.8 107 6 5.6 19 2 10.5 15 2 13.3 32 2 6.3 24 1 4.2 95 6 6.3 68 3 4.4 161 25 15.5 104 18 17.3 326 70 21.5 207 53 25.6 1 12 0 0.0 4 0 0.0 1

28 212 赤穂市 163 51 31.3 47 3 6.4 21 2 9.5 11 1 9.1 142 49 34.5 36 2 5.6 52 4 7.7 27 4 14.8 41 14 34.1 27 11 40.7 1 85 1 1.2 9 0 0.0 1

28 213 西脇市 107 30 28.0 57 11 19.3 20 3 15.0 12 1 8.3 87 27 31.0 45 10 22.2 65 37 56.9 37 16 43.2 54 23 42.6 39 12 30.8 1 7 0 0.0 2 0 0.0 1

28 214 宝塚市 167 29 17.4 115 14 12.2 21 1 4.8 14 1 7.1 38 5 13.2 28 2 7.1 108 23 21.3 73 11 15.1 25 18 72.0 0 0 392 119 30.4 220 34 15.5 1 12 2 16.7 3 0 0.0 1

28 215 三木市 104 22 21.2 70 15 21.4 11 1 9.1 8 1 12.5 6 0 0.0 5 0 0.0 87 21 24.1 57 14 24.6 28 10 35.7 18 8 44.4 137 47 34.3 85 37 43.5 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

28 216 高砂市 176 44 25.0 104 19 18.3 25 2 8.0 16 1 6.3 47 12 25.5 25 5 20.0 104 30 28.8 63 13 20.6 24 12 50.0 4 0 0.0 200 94 47.0 66 12 18.2 1 6 0 0.0 3 0 0.0 1

28 217 川西市 144 20 13.9 107 19 17.8 15 0 0.0 13 0 0.0 32 5 15.6 23 5 21.7 97 15 15.5 71 14 19.7 100 33 33.0 46 28 60.9 138 45 32.6 75 40 53.3 1 8 2 25.0 3 0 0.0 1

28 218 小野市 78 7 9.0 49 5 10.2 11 0 0.0 7 0 0.0 10 2 20.0 10 2 20.0 57 5 8.8 32 3 9.4 39 8 20.5 23 7 30.4 46 11 23.9 28 9 32.1 1 4 0 0.0 1

28 219 三田市 284 67 23.6 122 11 9.0 30 1 3.3 11 0 0.0 28 5 17.9 19 3 15.8 226 61 27.0 92 8 8.7 0 0 0 0 276 70 25.4 138 27 19.6 1 10 1 10.0 5 0 0.0 1

28 220 加西市 132 40 30.3 75 11 14.7 41 5 12.2 15 0 0.0 7 0 0.0 7 0 0.0 84 35 41.7 53 11 20.8 40 16 40.0 39 16 41.0 104 45 43.3 58 19 32.8 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

28 221 丹波篠山市 95 19 20.0 68 11 16.2 15 2 13.3 14 2 14.3 11 0 0.0 6 0 0.0 69 17 24.6 48 9 18.8 32 2 6.3 18 0 0.0 107 34 31.8 86 20 23.3 1 7 1 14.3 2 1 50.0 1

28 222 養父市 59 9 15.3 46 3 6.5 11 0 0.0 11 0 0.0 8 1 12.5 7 0 0.0 40 8 20.0 28 3 10.7 85 32 37.6 68 22 32.4 15 5 33.3 14 4 28.6 1 11 2 18.2 4 0 0.0 1

28 223 丹波市 75 9 12.0 61 6 9.8 18 2 11.1 14 1 7.1 6 0 0.0 4 0 0.0 51 7 13.7 43 5 11.6 22 3 13.6 18 2 11.1 112 13 11.6 83 9 10.8 1 12 1 8.3 3 0 0.0 1

28 224 南あわじ市 46 7 15.2 43 7 16.3 8 0 0.0 8 0 0.0 9 1 11.1 8 1 12.5 29 6 20.7 27 6 22.2 41 22 53.7 33 16 48.5 93 35 37.6 85 30 35.3 1 12 2 16.7 2 0 0.0 1

28 225 朝来市 90 25 27.8 83 18 21.7 14 2 14.3 14 2 14.3 11 1 9.1 11 1 9.1 65 22 33.8 58 15 25.9 64 21 32.8 58 15 25.9 17 6 35.3 17 6 35.3 1 3 0 0.0 2 0 0.0 1

28 226 淡路市 69 13 18.8 69 13 18.8 21 3 14.3 21 3 14.3 23 6 26.1 23 6 26.1 25 4 16.0 25 4 16.0 108 46 42.6 108 46 42.6 28 9 32.1 28 9 32.1 1 11 1 9.1 4 0 0.0 1

28 227 宍粟市 96 18 18.8 68 10 14.7 26 3 11.5 14 1 7.1 35 6 17.1 28 4 14.3 35 9 25.7 26 5 19.2 69 22 31.9 55 10 18.2 95 43 45.3 54 13 24.1 1 6 0 0.0 2 0 0.0 1

28 228 加東市 63 19 30.2 56 14 25.0 17 3 17.6 17 3 17.6 0 0 0 0 46 16 34.8 39 11 28.2 53 33 62.3 40 24 60.0 57 32 56.1 49 27 55.1 1 6 0 0.0 2 0 0.0 1

28 229 たつの市 174 45 25.9 129 13 10.1 12 2 16.7 11 1 9.1 17 2 11.8 15 1 6.7 145 41 28.3 103 11 10.7 129 54 41.9 77 32 41.6 142 63 44.4 89 27 30.3 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

28 301 猪名川町 28 4 14.3 20 3 15.0 7 1 14.3 6 1 16.7 21 3 14.3 14 2 14.3 40 12 30.0 22 4 18.2 43 17 39.5 20 5 25.0 1 4 0 0.0 2 0 0.0 1

28 365 多可町 22 4 18.2 22 4 18.2 22 4 18.2 22 4 18.2 41 12 29.3 41 12 29.3 46 22 47.8 46 22 47.8 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

28 381 稲美町 35 6 17.1 28 4 14.3 10 0 0.0 10 0 0.0 0 0 0 0 25 6 24.0 18 4 22.2 29 8 27.6 24 6 25.0 16 10 62.5 13 7 53.8 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

28 382 播磨町 20 1 5.0 0 0 6 0 0.0 14 1 7.1 35 15 42.9 9 5 55.6 1 5 0 0.0 3 0 0.0 1

28 442 市川町 14 3 21.4 10 2 20.0 14 3 21.4 10 2 20.0 22 10 45.5 15 7 46.7 17 7 41.2 14 6 42.9 1 2 0 0.0 1

28 443 福崎町 23 3 13.0 21 2 9.5 1 0 0.0 1 0 0.0 22 3 13.6 20 2 10.0 21 14 66.7 12 5 41.7 28 14 50.0 20 7 35.0 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

28 446 神河町 36 9 25.0 27 2 7.4 36 9 25.0 27 2 7.4 16 6 37.5 11 2 18.2 36 22 61.1 22 13 59.1 1 13 5 38.5 3 0 0.0 1

28 464 太子町 22 2 9.1 18 1 5.6 4 0.0 4 0.0 18 2 11.1 14 1 7.1 25 14 56.0 11 7 63.6 1 10 2 20.0 1 0 0.0 1

28 481 上郡町 16 0 0.0 13 0 0.0 16 0 0.0 13 0 0.0 22 7 31.8 17 4 23.5 29 5 17.2 24 2 8.3 1 4 0.0 2 0.0 1

28 501 佐用町 48 5 10.4 48 5 10.4 48 5 10.4 48 5 10.4 6 5 83.3 1 0 0.0 90 33 36.7 79 23 29.1 1 5 0 0.0 2 0 0.0 1

28 585 香美町 30 2 6.7 22 1 4.5 30 2 6.7 22 1 4.5 24 4 16.7 22 2 9.1 52 12 23.1 49 11 22.4 1 3 0 0.0 1 0 0.0 1

28 586 新温泉町 14 4 28.6 14 4 28.6 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0 0 13 3 23.1 13 3 23.1 23 4 17.4 22 3 13.6 42 7 16.7 42 7 16.7 1 4 0 0.0 2 0 0.0 1
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調査表４－５

 市区町村別集計項目（地方自治体職員の通称使用・市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査） 兵庫県

議会関係は2021年7月1日（その他2021年4月1日）

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定が無く、
運用上も認めていない。
４．明記した規定が無く、
過去に事例が無い。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．その他（欠席の例がな
い、不明等）

１．2014年度以前
２．2015年度以降

１．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間よりも短い。
２．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間以上である。
３．期間の定めはない。

１．明記した規定
がある。
２．明記した規定
はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

26 1の合計 40 3 0 32 3 34 33 33 33 38 29

8 2の合計 0 37 32 8 36 2 0 2 1 2 3

1 3の合計 1 8 0 1 0 0 0 0 0 0

6 4の合計 0 5 8 6 7 1 7

28 ## 神戸市 1

 （旧姓使用の範囲）第2条　旧姓を使用すること
のできる文書等は、次の各号に掲げるものとす
る。（１）単に氏名が記載された文書等（２）専ら
組織内部で使用される文書等で、職務遂行上又
は事務処理上支障が生じないもの（３）職員の権
利義務に係る文書等で、職務遂行又は事務処理
上支障が生じないもの（４）法律等に基づかない
文書等、その他所属長が認める軽易なもの　　２
公権力の行使にかかわる文書、職員の身分関
係を規定する文書、その他職務遂行上又は事務
処理上、誤解や混乱を生じさせるおそれのある
文書等については、旧姓を使用することはできな
い。

神戸市会 1 2 3 2 2 2 4 2 4 1 4

28 ## 姫路市 1

姫路市職員旧姓使用取扱要綱 
 
第４条　 
市長は、前条第２項又は第３項の規定により申
請があった場合において、職務遂行上又は事務
処理上支障がないと認めるときは、旧姓の使用
を承認するものとする。

姫路市議会 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1

28 ## 尼崎市 1

尼崎市職員旧姓使用取扱要綱 
 
第３条　職員は、次の各号に掲げる文書等にお
いて、旧姓を使用することができる。

尼崎市議会 1 2 2 1

尼崎市議会会議規則 
 
第２条第２項　議員は、その出産予定日の６週
間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の
日からその出産の日後８週間を経過する日まで
の期間内において会議を欠席しようとするとき
は、あらかじめ、その欠席しようとする日又は期
間を明らかにして、その旨を議長に届けることが
できる。

2 1 1 1 1 1

28 ## 明石市 1

明石市職員旧姓使用取扱要領 
 
第１条　この要領は、本市に勤務する全職員（再
任用職員、任期付職員及び臨時的任用職員を
含む。以下「職員」という。）が婚姻、養子縁組そ
の他の事由（以下「婚姻等」という。）によって戸
籍（外国人にあっては住民基本台帳）上の氏名
を改めた後も、当該婚姻等により改める前の戸
籍上の氏名（以下「旧姓」という。）を職務上使用
することに関して必要な事項を定める。

明石市議会 1 1 2 1

明石市議会会議規則 
 
第２条第２項　議員は、出産のため出席できな
いときは、出産予定日の８週間（多胎妊娠の場
合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の
日後８週間を経過する日までの範囲内におい
て、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に
欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

28 ## 西宮市 1

西宮市職員旧姓使用等取扱要綱 
 
第２条　職員は、次の各号に該当する場合を除
き、任命権者の承認を得て、職務上旧姓等を使
用することができる。 
　(1) 法律、条例その他の国又は地方公共団体
の規定に反する場合 
　(2) 職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を
招くおそれがある場合

西宮市議会 1 2 2 1

西宮市議会会議規則 
 
第２条 （略） 
２ 議員は、出産のため出席できないときは、出
産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあって
は、14週間）前の日から当該出産の日後８週間
を経過する日までの範囲内において、その期間
を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提
出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

28 ## 洲本市 1

洲本市職員旧姓使用取扱規定第1条 
 
第１条　この規程は、市の一般職に属する職員
（臨時的に任用される職員及び非常勤の職員を
除く。以下「職員」という。）が婚姻、養子縁組そ
の他の事由によって戸籍上の氏を変更した後も
引き続き従前の戸籍上の氏（以下「旧姓」とい
う。）を使用することに関し必要な事項を定めるも
のとする。

洲本市議会 1 2 2 1

洲本市議会会議規則第２条（欠席、遅刻又は早
退の届出） 
 
第２条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介
護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のため欠席、遅刻又は早退するときは、そ
の理由を付け、当日の開議時刻までに議長に
届け出なければならない。 
２　議員は、出産のため出席できないときは、出
産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあって
は、14週間）前の日から当該出産の日後８週間
を経過する日までの範囲内において、その期間
を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提
出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

問１で、１．を選択し
た場合、「欠席事由と
して明記した規定」は
いつ制定されたか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問８

問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問４で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問６で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定はあ
るか。

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

調査時点

市町村４－５



問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定が無く、
運用上も認めていない。
４．明記した規定が無く、
過去に事例が無い。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．その他（欠席の例がな
い、不明等）

１．2014年度以前
２．2015年度以降

１．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間よりも短い。
２．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間以上である。
３．期間の定めはない。

１．明記した規定
がある。
２．明記した規定
はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

問１で、１．を選択し
た場合、「欠席事由と
して明記した規定」は
いつ制定されたか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問８

問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問４で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問６で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定はあ
るか。

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

28 ## 芦屋市 1

芦屋市職員の旧姓使用に関する要綱 
 
　（旧姓使用の範囲） 
第２条　職員は，次に定める場合を除き，旧姓を
使用できるものとする。 
(1)　公権力の行使に関わる場合 
(2)　外部の機関等に支障を及ぼすおそれのある
場合 
(3)　法令等により戸籍上の氏を使用することが
定められている場合 
(4)　芦屋市人事給与システムの変更が必要とな
る場合 
(5)　その他職務遂行上又は事務処理上，誤解
や混乱を生ずるおそれのある場合

芦屋市議会 1 2 3 2 2 4 4 4 4 1 4

28 ## 伊丹市 1

伊丹市職員の旧姓使用に関する要綱 
 
（旧姓使用の申請及び承認） 
第２条　　職員が旧姓を使用するときは，任命権
者に申請してその承認を受けなければならない。

伊丹市議会 1 2 2 1

伊丹市議会会議規則 
 
第２条　議員は，疾病その他の事故のため出席
できないときは，その理由を付け，当日の開議
時刻までに議長に届け出なければならない。 
２　議員は，出産のため出席できないときは，日
数を定めて，あらかじめ議長に欠席届を提出す
ることができる。 
 
第82条　委員は，疾病その他の事故のため出
席できないときは，その理由を付け，当日の開
議時刻までに委員長に届け出なければならな
い。 
２　委員は，出産のため出席できないときは，日
数を定めて，あらかじめ委員長に欠席届を提出
することができる。

2 1 4 4 2 1 2

28 ## 相生市 1

相生市職員旧姓使用取扱要領　第２条 
 
職員は、市長の承諾を受けて、法律および条例
等の規定に反するおそれのない文書等で職務遂
行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれの
ないものにおいて旧姓を使用することができる。

相生市議会 1 2 2 1

相生市議会会議規則 
 
第２条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介
護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のため出席できないときは、その理由をつ
け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけれ
ばならない。 
２ 議員は、出産のため出席できないときは、出
産予定日の６週間（多胎妊婦の場合にあって
は、１４週間）前の日から当該出産の日後8週間
を経過する日までの範囲内において、その期間
を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提
出することができる。 
 
第９１条　委員は、公務、疾病、育児、看護、介
護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のため出席できないときは、その理由を付
け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なけ
ればならない。 
２ 委員は、出産のため出席できないときは、出
産予定日の６週間（多胎妊婦の場合にあって
は、１４週間）前の日から当該出産の日後8週間
を経過する日までの範囲内において、その期間
を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を
提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

28 ## 豊岡市 2 豊岡市議会 1 2 2 1

豊岡市議会会議規則 
 
第2条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介
護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のため会議に出席できないときは、その理
由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け
出なければならない。 
 
2　議員は、出産のため会議に出席できないとき
は、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合に
あっては、14週間)前の日から当該出産の日後8
週間を経過する日までの範囲内において、その
期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届
を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

28 ## 加古川市 1

加古川市職員の旧姓使用に関する要綱 
 
（旧姓の使用） 
第2条　職員は、別表に掲げる文書等に使用する
氏について、任命権者に旧姓使用の申出を行っ
た場合は、旧姓を使用することができる。

加古川市議会 1 2 2 1

加古川市議会会議規則 
 
第2条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介
護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のため出席できないときは、その理由を付
け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけれ
ばならない。 
2　議員は、出産のため出席できないときは、出
産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあつては
14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経
過する日までの範囲内において、その期間を明
らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出す
ることができる。

2 1 1 1 1 1 2

市町村４－５



問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定が無く、
運用上も認めていない。
４．明記した規定が無く、
過去に事例が無い。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．その他（欠席の例がな
い、不明等）

１．2014年度以前
２．2015年度以降

１．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間よりも短い。
２．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間以上である。
３．期間の定めはない。

１．明記した規定
がある。
２．明記した規定
はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

問１で、１．を選択し
た場合、「欠席事由と
して明記した規定」は
いつ制定されたか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問８

問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問４で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問６で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定はあ
るか。

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

28 ## 赤穂市 1

赤穂市職員旧姓使用取扱要綱 
 
第１条　この要綱は、赤穂市に勤務する一般職
に属する職員（臨時及び非常勤の職員を除く。以
下「職員」という。）が婚姻、養子縁組その他の事
由（以下「婚姻等」という。）によって戸籍上の氏
を変更した後も、引き続き従前の戸籍上の氏（以
下「旧姓」という。）を文書等に使用することに関
して必要な事項を定めるものとする。

赤穂市議会 1 2 2 1

赤穂市議会会議規則 
 
第２条第２項 
議員は、出産のため出席できないときは、出産
予定日の６週間前（多胎妊娠の場合にあって
は、１４週間）前の日から当該出産の日後８週
間を経過する日までの範囲内において、その期
間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出る
必要がある

2 1 1 1 1 1 4

28 ## 西脇市 4 西脇市議会 1 2 2 1

西脇市議会会議規則 
 
（欠席の届出） 
第２条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介
護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のため出席できないときは、その理由を付
け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけれ
ばならない。 
２　議員は、出産のため出席できないときは、出
産予定日の８週間 
　（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日
から当該出産の日後８週間を経過する日までの
範囲内において、その期間を明らかにして、あら
かじめ議長に欠席届を提出することができる。

1 1 1 1 1 1 1

28 ## 宝塚市 2 宝塚市議会 1 2 3 2 2 1 4 2 4 1 1

28 ## 三木市 1

三木市職員の旧姓使用に関する要綱 
 
第一条　この要綱は三木市職員（以下「職員」と
いう。）が婚姻、養子縁組その他の事由（以下
「婚姻等」という。）により戸籍上の氏を改めた後
も、職業生活上の支障を回避できるよう、引き続
き従前の氏（以下「旧姓」という。）を使用すること
に関し必要な事項を定めるものとする。

三木市議会 1 2 2 1

三木市議会会議規則　第二条第二項の規定 
 
２　議員は、出産のため出席できないときは、出
産予定日の６週間（多胎妊婦の場合にあって
は、１４週間）前の日から当該出産の日後８週
間を経過する日までの範囲内において、その範
囲を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を
提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

28 ## 高砂市 2 高砂市議会 1 2 2 1

高砂市議会会議規則第２条第１項及び第８３条
第１項に規定する出産により出席できないとき
等に関する申し合わせ事項 
 
届出に係る期間は、出産予定日を含め前８週
（多胎妊娠の場合は１４週）及び出産日の翌日
から後８週の期間内とする。

2 2 1 1 1 1 1

28 ## 川西市 1

川西市職員旧姓使用取扱要綱 
 
（趣旨） 
第１条　この要綱は職員が婚姻、養子縁組その
他の事由（以下「婚姻等」という。）によ 
り、戸籍上の氏を改めた後も、婚姻等の前の戸
籍上の氏（以下「旧姓」という。）を文 
書等に使用することに関して必要な事項を定め
るものとする。 
 
（旧姓の使用） 
第３条　職員は、次の各号に掲げる文書等にお
いて、旧姓を使用することができる。

川西市議会 1 2 2 1

川西市議会会議規則 
 
第２条第２項　議員は、出産のため出席できな
いときは出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合
にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日
後８週間を経過する日までの範囲内において、
その期間を明らかにして、あらかじめ書面をもっ

        て議長にその旨を届け出ることができる。 

2 1 1 1 1 1 1

西脇市議会議員の議員報酬等の特例に関する
条例 
 
（議員報酬の減額） 
第３条　議員が自己都合、疾病等により、議員
活動を引き続き長期間休止したときの議員報酬
は、その職に応じた議員報酬に、市議会の会議
等を欠席した日から、市議会の会議等に出席し
た日の前日までの期間（以下「議員活動ができ
ない期間」という。）に応じて、次の表に定める割
合を乗じて得た額とする。 
議員活動ができない期間 割合 
  90日を超え 180日以下であるとき 100分の80 
 180日を超え 365日以下であるとき 100分の70 
 365日を超えるとき 100分の50 
２　前項の規定は、議員活動ができない期間が
90日を経過する日の属する月の翌月（その日が
月の初日であるときは、その日の属する月。以
下これらを「減額月」という。）から、議員活動が
できない期間に相当する期間、減額月の議員報
酬月額を基礎として適用する。この場合におい
て、議員資格を失う等減額月に受けるべき議員
報酬がないときは、前項の規定は、適用しない。 
３　前２項の規定により議員報酬を減額して支
給する場合、減額月の初日から末日まで減額し
て支給するとき以外のときは、その議員報酬の
額は、その減額月の現日数を基礎として日割に
よって計算する。 
（適用除外） 
第５条　次に掲げる事由により議員活動を引き
続き長期間休止したときは、第３条及び前条の
規定は適用しない。 
　⑴　公務上の災害等 
　⑵　出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合に
あっては14週間）前の日から当該出産の日後８
週間を経過する日までの期間における母体の
保護 
　⑶　感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律（平成10年法律第 114号）
により就業制限を受けた場合 
　⑷　その他議長が認める場合

市町村４－５



問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定が無く、
運用上も認めていない。
４．明記した規定が無く、
過去に事例が無い。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．その他（欠席の例がな
い、不明等）

１．2014年度以前
２．2015年度以降

１．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間よりも短い。
２．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間以上である。
３．期間の定めはない。

１．明記した規定
がある。
２．明記した規定
はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

問１で、１．を選択し
た場合、「欠席事由と
して明記した規定」は
いつ制定されたか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問８

問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問４で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問６で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定はあ
るか。

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

28 ## 小野市 2 小野市議会 1 2 2 1

小野市議会会議規則 
 
第2条第2項　議員は、出産のため出席できない
ときは、出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合
あっては、14週間）前の日から当該出産の日後
8週間を経過する日までの範囲内において、そ
の期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席
届を提出することができる。第84条第2項　委員
会の規定

2 1 1 1 1 1

28 ## 三田市 1

職員の旧姓使用に関する取扱要領

１ 趣旨
この要領は、互いに個性が尊重される働きやす
い職場環境を整備するため、職員が婚姻、養子
縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によっ
て戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等に
よる改姓前の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に
使用することに関して必要な事項を定める。

２ 定義
 この要領において、「職員」とは、再任用職員及
び臨時的任用職員を含む一般職の職員及び嘱
託員をいう。ただし、市民病院の事務局職員以
外の職員は除く。

３ 旧姓使用の範囲
職員が旧姓を使用することができるものは、下記
に掲げるすべてに該当するものであって、概ね別
表 1 に掲げるものとする。
また、旧姓を使用することができないものは、概
ね別表 2 に掲げるものとする。
なお、列挙しているもの以外の旧姓の使用につ
いては、人事課と協議のうえ、判断するものとす
る。

三田市議会 1 2 2 1

三田市議会会議規則 
 
議員は、出産のため出席できないときは、出産
予定日の6週間（多胎妊娠の場合にあつては、
14週間）前の日から当該出産の日後8週間を経
過する日までの範囲内において、その期間を明
らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出す
ることができる。（第2条2項）

2 1 1 1 1 1 1

(1) 法令上特別な効果を生じるおそれがなく、か
つ、職員の同一性の確認が容易にできるもの
(2) 職務遂行上又は事務処理上誤解又は混乱を
招くおそれのないもの

４ 旧姓使用開始の手続き
旧姓を使用しようとする職員は、旧姓等使用承
認申請書を所属長を経由して任命権者に提出し
なければならない。

５ 旧姓使用中止の手続き
旧姓を使用している職員は、旧姓の使用を中止
するときは、旧姓等使用中止届を所属長を経由
して任命権者に提出しなければならない。
なお、旧姓使用中止届を提出した職員は、再度
同一事実において旧姓使用の届出はできないも
のとする。
ただし、新たに戸籍上の氏を改めた場合、その
他特段の理由がある場合については、新たに旧
姓使用の申請ができるものとする。

６ 職員及び所属長の責務
旧姓を使用している職員は、旧姓の使用に当た
り、常に市民又は職場に誤解又は混乱が生じな
いよう努めなければならない。
また、所属長は、所属職員の旧姓使用に当た
り、適切な運用と公務の円滑な運営に努めなけ
ればならない。

（別表 1） 旧姓を使用することができるもの
1 単に氏名が記載されているもの及び対外的に
も使用されるが法令上特別な効果を生じるおそ
れのないもの
(1) 職場での呼称(2) 名札(3) 職員一覧(4) 名刺
(5) 座席表(6) 各種文書における担当者氏名
(7) 庁内 LAN・財務会計システム・就業管理シス
テム・その他業務システムへの登録、メールアド
レス
2 専ら組織内で使用される文書で、職員の同一
性の確認が容易にできるもの

市町村４－５



問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定が無く、
運用上も認めていない。
４．明記した規定が無く、
過去に事例が無い。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．その他（欠席の例がな
い、不明等）

１．2014年度以前
２．2015年度以降

１．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間よりも短い。
２．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間以上である。
３．期間の定めはない。

１．明記した規定
がある。
２．明記した規定
はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

問１で、１．を選択し
た場合、「欠席事由と
して明記した規定」は
いつ制定されたか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問８

問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問４で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問６で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定はあ
るか。

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

28 ## 三田市

(1) 起案文書(2) 決裁文書（財務帳票含む）、供
覧文書等に係る押印又はサイン(3) 復命書
(4) 事務分担表(5) 事務引継書(5) 職員表彰関係
文書(6) その他、組織内で使用される文書

3 職員の権利義務に係る文書等で、職員の同一
性の確認が容易にでき、かつ、旧姓使用を原因
とする係争のおそれのないもの
(1) 人事通知書(2) 人事異動内示書(3) 職務に専
念する義務の免除申請書類(4) 旅行命令簿
(5) 営利企業等従事許可申請書(6) 兼職等承認
申請書(7) 通勤届(8) 住居届
(9) 扶養親族異動認定申請書(10) 育児休業関
係書類（共済組合、健康保険組合等への提出書
類は除く）
(11) 休暇関係書類（共済組合、健康保険組合等
への提出書類は除く）

4 その他法令上特別な効果を生じるおそれのな
いもの

（別表 2） 旧姓を使用することができないもの
1 職員の身分等に関する文書で、法令上特別な
効果を生じるおそれのあるもの
(1) 宣誓書(2) 退職願(3) 処分関係書類(4) 職員
台帳
(5) 身分証明書その他職員の身分を示す証明書
（職員証、勤務・在籍証明書等）

2 外部の機関等に支障を及ぼすおそれのあるも
の
(1) 税務署等に係る書類（扶養控除申告書、源
泉徴収票、税額通知書等）(2) 共済組合、健康保
険組合等に係る書類（共済組合員証、健康保険
証等）(3) 退職手当組合に係る書類(4) 裁判所、
法務局、労基署等に係る書類（公務災害認定請
求書等、交通事故報告等報告書、差押え書類
等）

3 公権力の行使等対外的な行政行為に係るもの
(1) 許認可、徴税等法令に基づく行政処分に関
する文書等(2) 徴税吏員証、立入検査証
4 私人との法律上の関係を発生させるもの
 (1) 契約書、入札執行関係書類、協定書等の書
類

28 ## 加西市 1

加西市職員の旧姓使用に関する要綱  
 
この要綱は、職員（職員、会計年度任用職員及
び臨時職員をいう。以下同じ。）が婚姻等によっ
てその戸籍上の氏を改めたときに、その改氏に
よって生ずるおそれのある職業生活上の支障を
回避できるよう、希望により改める前の氏（以下
「旧姓」という。）を使用する場合の手続き等につ
いて定める。

加西市議会 1 1 2 1

加西市議会会議規則 
 
第2条第2項　議員は、出産のため出席できない
ときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合
にあっては、14週間）前の日から当該出産の日
後８週間を経過する日までの範囲内において、
その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠
席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

28 ## 丹波篠山市 1

丹波篠山市職員の旧姓使用に関する要綱 
 
第1条　この要綱は、職員（再任用を含む一般職
の職員及び非常勤嘱託員等非正規職員をいう。
以下同じ。）が婚姻等によってその戸籍上の氏を
改めたときに、その改氏よって生ずるおそれのあ
る職業生活上の支障を回避できるよう、希望によ
り改める前の氏（以下「旧姓」という。）を使用す
る場合の手続等について定めるものとする。

丹波篠山市議会 1 2 2 1

丹波篠山市議会会議規則 
 
第2条2項　前項の規定にかかわらず、議員が
出産のため出席できないときは、出産予定日の
6週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前
の日から当該出産の日後8週間を経過するまで
の範囲内において、その時期を明らかにして、
あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る。

2 1 1 1 1 1 1

28 ## 養父市 1

養父市職員の旧姓使用に関する規程第２条 
 
職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使
用承認申請書（様式第１号）により市長に申請し
なければならない。

養父市議会 1 2 2 1

養父市議会会議規則 
 
（欠席等の届出）　第２条（略）２　議員は、出産
のため出席できないときは、出産予定日の６週
間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の
日から当該出産の日後８週間を経過する日まで
の範囲内において、その期間を明らかにして、
あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る。
（欠席等の届出）　第82条（略）２　委員は、出産
のため出席できないときは、出産予定日の６週
間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の
日から当該出産の日後8週間を経過する日まで
の範囲内において、その期間を明らかにして、
あらかじめ委員長に欠席届を提出することがで
きる。

2 1 1 1 1 1 1

市町村４－５



問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定が無く、
運用上も認めていない。
４．明記した規定が無く、
過去に事例が無い。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．その他（欠席の例がな
い、不明等）

１．2014年度以前
２．2015年度以降

１．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間よりも短い。
２．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間以上である。
３．期間の定めはない。

１．明記した規定
がある。
２．明記した規定
はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

問１で、１．を選択し
た場合、「欠席事由と
して明記した規定」は
いつ制定されたか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問８

問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問４で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問６で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定はあ
るか。

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

28 ## 丹波市 1 丹波市議会 1 2 2 1

丹波市議会会議規則第２条第２項 
 
議員は、出産のため出席できないときは、出産
予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、
14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経
過する日までの範囲内において、その期間を明
らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出す
ることができる。

2 1 1 1 1 1 1

28 ## 南あわじ市 4 南あわじ市議会 1 2 2 1

南あわじ市議会会議規則 
 
議員は、出産のため出席できないときは、出産
の予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあって
は、14週間）前の日から当該出産の日後８週間
を経過する日までの範囲内において、その期間
を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提
出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

28 ## 朝来市 2 朝来市議会 1 2 2 1

朝来市議会会議規則 
 
（第２条第２項） 
議員は、出産のため出席できないときは、出産
予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、
１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を
経過する日までの範囲内において、その期間を
明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出
することができる。

2 1 1 1 1 1 4

28 ## 淡路市 1

淡路市職員旧姓使用取扱要領第3条 
 
　この要領において、「旧姓使用」とは、職員が婚
姻、養子縁組その他の理由（以下「婚姻等」とい
う。）により戸籍上の氏を改めた後も、婚姻等の
前の戸籍上の氏（以下「旧姓」という。）を文書等
に使用することをいう。

淡路市議会 1 2 2 1

淡路市議会会議規則 
 
（欠席の届出）
第2条
2 議員は、出産のため出席できないときは、出
産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあって
は、14週間）前の日から当該出産の日後8週間
を経過する日までの範囲内において、その期間
を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提
出することができる。
 
 （欠席の届出）
 
 第85条
 
 2 委員は、出産のため出席できないときは、出
産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあって
は、14週間）前の日から当該出産の日後8週間
を経過する日までの範囲内において、その期間
を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を
提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

28 ## 宍粟市 1

宍粟市職員旧姓使用取扱要綱 
 
（趣旨） 
第１条　この要綱は、宍粟市職員（以下「職員」と
いう。）が婚姻、養子縁組その他の事由（以下
「婚姻等」という。）により戸籍上の氏を改めた後
も、職務遂行上、引き続き婚姻等の前の氏（以下
「旧姓」という。）を使用することに関し、必要な事
項を定めるものとする。

宍粟市議会 1 2 2 1

宍粟市議会規則第2条第2項 
 
議員は、出産のため出席できないときは、出産
予定日の6週間（多胎妊娠の場合にあっては、
14週間）前の日から当該出産の日後8週間を経
過する日までの範囲内において、その期間を明
らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出す
ることができる。

2 1 1 1 1 1 1

丹波市職員旧姓使用取扱要綱第3条第1項 
 
職員が旧姓を使用することができるものは、別表
第１に掲げるものとする。 
 
別表第１　旧姓を使用することができるもの 
１　組織内部で使用される文書で、職員の同一
性の確認が容易にできるもの 
(１)　起案文書等（決裁文書、供覧文書等に係る
押印、各種文書における担当者名等） 
(２)　服務に係る文書（出勤簿、休暇、欠勤等簿、
週休日等の振替簿、出張命令兼旅費概算請求
書、管内等出張命令兼旅費請求書、復命書、そ
の他特別な休暇又は休業の各種申請書、事務
分掌表、事務引継書、職員表彰関係、人事評価
記録書、履歴事項変更届等） 
(３)　人事異動に係る文書（人事異動内示書、人
事異動通知書等） 
(４)　給与に係る諸届文書（通勤届、住居届、扶
養親族届、時間外勤務命令簿等） 
(５)　その他組織内部で使用される文書で、職員
の同一性の確認が容易にできるもの 
２　対外的にも使用されるが特別な法律関係を
生じさせるおそれのないもの 
(１)　職員の呼称 
(２)　名札 
(３)　名刺 
(４)　職員録、互助会員名簿等 
(５)　座席表 
(６)　メールアドレス 
(７)　対外的にも使用されるが特別な法律関係を
生じさせるおそれのないもの 
３　前２号に掲げるもののほか特に支障がないと
任命権者が認めるもの 
(１)　論文等の発表 
(２)　講演での講師 
(３)　その他特に支障がないと任命権者が認める
もの

市町村４－５



問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定が無く、
運用上も認めていない。
４．明記した規定が無く、
過去に事例が無い。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．その他（欠席の例がな
い、不明等）

１．2014年度以前
２．2015年度以降

１．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間よりも短い。
２．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間以上である。
３．期間の定めはない。

１．明記した規定
がある。
２．明記した規定
はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

問１で、１．を選択し
た場合、「欠席事由と
して明記した規定」は
いつ制定されたか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問８

問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問４で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問６で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定はあ
るか。

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

28 ## 加東市 4 加東市議会 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1

28 ## たつの市 2 たつの市議会 1 2 2 1

たつの市議会会議規則 
 
（欠席、遅刻又は早退の届出）第２条　議員は、
公務、疾病、育児、看護、配偶者の出産補助そ
の他のやむを得ない事由のため欠席、遅刻又
は早退するときは、その理由を付け、当日の開
議時刻までに議長に届出なければならない。２
議員は、出産のため欠席するときは、出産予定
日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週
間）前の日から当該出産の日後８週間を経過す
る日までの範囲内において、その期間を明らか
にして、あらかじめ議長に欠席届を提出すること
ができる。

2 1 1 1 1 1 1

28 ## 猪名川町 1 猪名川町議会 1 2 3 2 3

猪名川町議会議
員の議員報酬等
の特例に関する条
例の中で出産に限
定せずに欠席期間
に応じて減額され
る。

4 4 4 4 1 1

猪名川町職員の旧姓使用に関する取扱要綱 
 
（旧姓使用の範囲）第3条　職員が旧姓を使用す
ることができるものは、下記に掲げるすべてに該
当するものであって、別表第1に掲げるものとす
る。　(1)法令上特別な効果を生じる恐れがなく、
かつ、職員の同一性の確認が容易にできるもの
(2)職務遂行上又は事務処理上、誤解や混乱を
招くおそれのないもの　別表第1　基準　1単に氏
名が記載されているもの及び対外的にも使用さ
れるが法令上特別効果が生じるおそれのないも
の　旧姓を使用することができる文書等　(1)職場
での呼称　(2)名札　(3)名刺　(4)配置図　(5)各種
文書における担当者氏名　(6)事務分担表　2専
ら組織内で使用される文書で、かつ容易に（当該
旧姓を使用する）職員の同一性を確認できる内
容のもの　(1)起案文書の起案者の氏名表示
(2)決裁文書、供覧文書等に係る押印　(3)復命
書　(4)その他、組織内で使用される文書　3職員
の権利義務に係る文書等で（当該旧姓を使用す
る）職員の同一性の確認が容易にでき、旧姓使
用を原因とする係争のおそれのないもの　(1)給
与に係る諸届文書（住居届、通勤届、扶養親族
届、時間外勤務命令簿等）　(2)休暇等に係る諸
届文書（出勤簿、休暇願（届）、週休日等の振替
簿、職務専念義務の免除願、特別休暇願、その
他休暇関係書類（共済組合、健康保険組合等へ
の提出書類は除く。））　(3)出張命令簿　(4)辞令
書　(5)人事異動関係書類、人事評価票、目標管
理シート　(6)給与支給明細書　4その他法令上
特別な効果を生じるおそれのないもので、電子
計算システム等の仕様に変更が生じないもの
人事担当と協議のうえ判断するものとする。

加東市議会議員の議員報酬等の特例に関する
条例 
 
「加東市議会議員の議員報酬等の特例に関す
る条例」 
 
（議員報酬の減額） 
第3条　議員が長期欠席したときの議員報酬
は、議員報酬条例の規定により支給されるべき
議員報酬に、次の表の左欄に掲げる長期欠席
の期間に応じて、同表の右欄に定める支給割合
を乗じて得た額とする。 
 
【表】 
（長期欠席の期間）　　　　　　　　　　　　（支給割
合） 
９０日を超え１８０日以下であるとき。　　　１００
分の８０ 
１８０日を超え３６５日以下であるとき。　　１００
分の７０ 
３６５日を超えるとき。　　　　　　　　　　１００分の
５０ 
 
（適用除外） 
第5条　次に掲げる事由により議員が本会議等
を欠席した場合は、当該欠席期間は、長期欠席
の期間に含めないものとする。 
（1）公務上の災害 
（2）出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合に
あっては14週間）前の日から当該出産の日後8
週間を経過する日までの期間 
（3）その他議長が前2号の事由に準ずると認め
る場合 

市町村４－５



問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定が無く、
運用上も認めていない。
４．明記した規定が無く、
過去に事例が無い。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．その他（欠席の例がな
い、不明等）

１．2014年度以前
２．2015年度以降

１．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間よりも短い。
２．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間以上である。
３．期間の定めはない。

１．明記した規定
がある。
２．明記した規定
はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

問１で、１．を選択し
た場合、「欠席事由と
して明記した規定」は
いつ制定されたか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問８

問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問４で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問６で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定はあ
るか。

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

28 ## 多可町 1

多可町職員旧姓使用取扱要綱（平成１７年訓令
第１６号） 
 
第２条　職員は、法律、条例等の規定に違反す
るおそれのない専ら職員間で使用している文書
等で職務遂行上又は事務処理上誤解若しくは混
乱を招くおそれのないものにおいて旧姓を使用
することができるものとする。

多可町議会 1 2 2 1

多可町議会会議規則　２条２項 
 
第２条 
２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のた
め出席できないときは、出産予定日の６週間（多
胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から
当該出産の日後８週間を経過する日までの範
囲内において、その期間を明らかにして、あらか
じめ議長に欠席届を提出することができる。

1

多可町議会議員の議員報酬の特例に関する条
例　５条１項２号 
 
（適用除外） 
第５条　次に掲げる事由により議会活動等を引
き続き長期間休止したときは、前２条の規定は
適用しない。 
 (２)　議員の出産。ただし、労働基準法（昭和22
年法律第49号）第65条第１項又は同条第２項
（ただし書を除く。）に規定する産前産後の期間
の範囲内とする。

1 1 1 1 1 1

28 ## 稲美町 3 稲美町議会 1 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4

28 ## 播磨町 1

播磨町職員の旧姓使用に関する要綱 
 
第3条　職員が旧姓を使用することができるもの
は、次の各号の全てに該当宇するものであって、
おおむね別表第1に掲げるものとする。 
（１）法令上特別な効果を生じるおそれがなく、か
つ、職員の同一性の確認が容易にできるもの 
（２）職務遂行上又は事務処理上誤解又は混乱
を招くおそれのないもの 播磨町議会 1 1 2 1

播磨町議会会議規則 
 
第2条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看
護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを
得ない事由のため出席できないときは、その理
由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け
出なければならない。 
２　前項の規則にかかわらず、議員が出産のた
め出席できないときは、出産予定日の６週間（多
胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から
当該出産の日後８週間を経過する日までの範
囲内において、その期間を明らかにして、あらか
じめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

28 ## 市川町 2 市川町議会 1 2 3 2 2 4 4 4 4 2 2

28 ## 福崎町 1

福崎町職員旧姓使用取扱規定 
 
（趣旨） 
第１条　この規程は、婚姻、養子縁組その他の
事由により、戸籍上の氏を改めた職員（臨時職
員を除く。）について、改姓前の氏（以下「旧姓」と
いう。）を文書等において使用することに関し、必
要な事項を定めるものとする。 
（旧姓使用の範囲） 
第２条　旧姓を使用することができる文書等は、
旧姓を使用しても法令等に抵触するおそれがな
く、かつ、職務遂行上支障がないと認められる文
書等とし、おおむね別表第１に掲げる基準に該
当するものとする。

福崎町議会 1 2 2 1

福崎町議会会議規則 
 
第2条　議員は公務、傷病、出産、育児、介護、
配偶者の出産補助その他のやむを得ない理由
のため出席できないときはその理由を付け、当
日の開議時刻までに議長に届け出なければな
らない。 
2項　前項の規定にかかわらず、議員が出産の
ため出席できないときは、出産予定日の6週間
（多胎妊娠の場合に合っては、14週間）前の日
から当該出産の日後8週間を経過する日までの
範囲内において、その期間を明らかにして、あら
かじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

28 ## 神河町 1

神河町職員旧姓使用取扱規程 
 
第2条　旧姓を使用することができる文書等は、
旧姓を使用しても法令等に抵触するおそれがな
く、かつ、職務遂行上支障がないと認められる文
書等とし、おおむね別表第1に掲げる基準に該当
するものとする。 神河町議会 3 4 4 4 4 2 4

28 ## 太子町 2 太子町議会 1 2 2 1

太子町議会会議規則 
 
第2条　第2項　議員が前項に規定する理由によ
り欠席するときは、日数を定めて、あらかじめ議
長に欠席届を提出することができる。ただし、議
員が出産のため出席できないときは、出産予定
日の6週間（多胎妊娠の場合にあつては、14週
間）前の日から当該出産の日後8週間を経過す
る日までの範囲内の日数とする。

2 1 1 1 1 1 1

市町村４－５



問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定が無く、
運用上も認めていない。
４．明記した規定が無く、
過去に事例が無い。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．その他（欠席の例がな
い、不明等）

１．2014年度以前
２．2015年度以降

１．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間よりも短い。
２．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間以上である。
３．期間の定めはない。

１．明記した規定
がある。
２．明記した規定
はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

問１で、１．を選択し
た場合、「欠席事由と
して明記した規定」は
いつ制定されたか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問８

問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問４で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問６で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定はあ
るか。

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

28 ## 上郡町 1 上郡町議会 1 2 2 1

上郡町議会会議規則 
 
第２条２項　前項の規定にかかわらず、議員が
出産のため出席できないときは、出産予定日の
６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前
の日から当該出産の日後８週間を経過する日
までの範囲内において、その期間を明らかにし
て、あらかじめ議長に欠席届を提出することが
できる。

2 1 1 1 1 1 1

上郡町職員旧姓使用取扱規程 

　（趣旨）  
第１条　この訓令は、上郡町に勤務する一般職
に属する職員（臨時及び非常勤の職員を除く。以
下「職員」という。）が婚姻、養子縁組その他の事
由（以下「婚姻等」という。）によって戸籍上の氏
を変更した後も、引き続き氏を変更する前の氏
（以下「旧姓」という。）を使用することに関し、必
要な事項を定めるものとする。 
 
　（旧姓の使用） 
第２条　旧姓を使用することができる文書等は、
別表に掲げるもののほか、所属長が適当と認め
る軽易な文書等とする。 
 
　（申請） 
第３条　職員は、旧姓の使用の承認を受けようと
するときは、旧姓使用申請書（様式第1号）に改
姓前後の氏を証する書類を添えて、所属長を経
て町長に提出しなければならない。 
 
　（承認） 
第４条　町長は、前条の規定により申請を受けた
場合で、職務の遂行又は事務の処理において支
障がないと認めるときは、旧姓の使用を承認する
ものとする。 
２　町長は、前項の規定により旧姓の使用を承
認したときは、旧姓使用承認通知書（様式第２
号）により、所属長を経由して、当該承認を受け
た者（以下「旧姓使用者」という。）に通知するも
のとする。 
 
　（責務） 
第５条　旧姓使用者は、旧姓の使用に当たって
は、常に町民又は職員に誤解又は混乱を生じさ
せないよう努めなければならない。 
２　旧姓使用者は、町民及び組織内部に混乱を
生じさせないため、旧姓使用を認められた文書
等については、常に旧姓を使用しなければならな
い。 
３　所属長は、職員の旧姓使用について、適切な
運用に努めなければならない。 
 
　（承認の取消し） 
第６条　町長は、職務遂行又は事務処理におい
て支障があると認めるときは、旧姓使用取消通
知書（様式第３号）により、所属長を経て旧姓使
用者に通知し、旧姓の使用を取り消すことができ
る。 
 
　（使用の中止） 
第７条　旧姓使用者は、旧姓の使用を中止しよう
とするときは、旧姓使用中止届（様式第４号）を、
所属長を経て町長に提出しなければならない。 
 ２　前項の届を町長が受理したときは、当該旧姓
使用の承認はその効力を失う。 
 
　（申請の制限） 
 第８条　前条により、旧姓使用中止届を受理され
た職員は、再び同一の旧姓使用の申請をするこ
とはできない。 
 
　（他団体等への派遣職員の適用除外） 
 第９条  他の地方公共団体及び公益法人等へ派
遣された職員については、派遣先団体の取り扱
いによるものとする。 
 
　（補則） 
 第10条　この要綱に定めるもののほか、旧姓の
使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。 
 
　　　附　則 
 　（施行期日） 
 １　この訓令は、平成28年11月１日から施行す
る。 
 
　（経過措置） 
２　この訓令の施行日前に戸籍上の氏を変更し
た職員が、旧姓の使用を希望する場合は、第３
条の申請を行うことにより、旧姓を使用できるも
のとする。 
 
  別表（第２条関係） 
 旧姓を使用することができる文章等 

基準
使用することができるもの
職務上単に氏名を使用するもの
職員録、職員配置図、名札、名刺、職場での呼
称等
専ら組織内部及び職員間で使用される文書等
で、職員の同一性が容易に確認できるもの
起案文書、収受文書、回覧文書、復命書、事務
引継書、公用車使用許可申請書等
職員の権利義務に係る文書等で、職員の同一性
が容易に確認でき、旧姓の使用を原因とする係
争のおそれがないもの
 出勤簿、時間外勤務命令簿、休暇願、職務専念
義務免除承認申請書等

市町村４－５



問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定が無く、
運用上も認めていない。
４．明記した規定が無く、
過去に事例が無い。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．その他（欠席の例がな
い、不明等）

１．2014年度以前
２．2015年度以降

１．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間よりも短い。
２．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間以上である。
３．期間の定めはない。

１．明記した規定
がある。
２．明記した規定
はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

問１で、１．を選択し
た場合、「欠席事由と
して明記した規定」は
いつ制定されたか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問８

問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問４で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問６で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定はあ
るか。

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

28 ## 佐用町 4 佐用町議会 1 2 2 1

佐用町議会会議規則 
 
（欠席の届出） 
第２条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看
護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを
得ない事由のため出席できないときは、その理
由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け
出なければならない。 
２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のた
め出席できないときは、出産予定日の６週間（多
胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から
当該出産の日後８週間を経過する日までの範
囲内において、その期間を明らかにして、あらか
じめ議長に欠席届を提出することができる。 
 

2 1 1 1 1 1 1

28 ## 香美町 4 香美町議会 1 2 2 1

香美町議会会議規則 
 
第２条　議員は、公務、疾病、出産、育児、看
護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを
得ない事由のため出席できないときは、その理
由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け
出なければならない。 
２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のた
め出席できないときは、出産予定日の６週間（多
胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から
当該出産の日後８週間を経過する日までの範
囲内において、その期間を明らかにして、あらか
じめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

28 ## 新温泉町 4 新温泉町議会 1 2 2 1

新温泉町議会会議規則 
 
第1章　第2条（欠席の届出） 
議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、
配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由
のため出席できないときは、その理由を付け、
当日の開議時刻までに議長に届け出なければ
ならない。 
2　前項の規定にかかわらず、議員が出産のた
め出席できないときは、出産予定日の6週間（多
胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から
当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲
内において、その期間を明らかにして、あらかじ
め 
議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 4

市町村４－５



調査表４－５

市区町村別集計項目（市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査） 兵庫県

議会関係は2021年7月1日（その他2021年4月1日）

問９ 問１０ 問１１ 問１３ 問１４ 問１５ 問１６ 問１７

１．人員及び場所の設置
または提供がされてい
る。（臨時のものも含む）
２．保育に必要な場所の
設置または提供がされて
いる。（臨時のものも含
む）
３．設置または提供する
予定である。
４．なし

１．専用の場所が設置さ
れている。（常設）
２．授乳等に必要な場所
の設置または提供がされ
ている。（臨時のものも含
む）
３．設置または提供する
予定である。
４．なし

１．行っている。
２．行っていないが、今
後取組む予定である。
３．行っておらず、今後
取組む予定もない。

１

．

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト

防

止

に

関

す

る

規

定

(

倫

理

規

定

等

)

が

あ

る

２

．

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト

に

関

す

る

議

員

向

け

相

談

窓

口

を

設

置

し

て

い

る

３

．

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト

防

止

に

関

す

る

議

員

向

け

研

修

を

行
っ

て

い

る

４

．

そ

の

他
その他内容

１．行っている。
２．行っていないが、今後
取組む予定である。
３．行っておらず、今後、取
組む予定もない。

１．明記した規定があり、認
めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、運
用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、過
去に使用した事例も判断し
たこともない。

１．位置づけられた規
定がある。
２．位置づけられてい
ない。
３．その他（不明等）

左記で、１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

0 0 6 3 0 0 0 2 4 7

0 3 6 0 0 0 0 6 11 32

0 0 29 0 0 4 0 33 1 2

41 38 0 0 0 0 0 0 25

28 ## 神戸市 4 2 3 1 2 3
28 ## 姫路市 4 4 3 3 2 2

28 ## 尼崎市 4 4 3 3 2 1

尼崎市地域防災計画 
 
５　女性や子育て家庭のニーズに配慮する 
平常時から固定的な性別役割分担意識をなくす
取組が必要であるとともに、災害時には、女性
や子育て家庭のニーズに配慮した支援のため
に、女性を避難場所運営者に含めることや、女
性運営者へのアドバイス、妊産婦・乳幼児支援
の取組が必要である。 
防災・減災における女性センターの役割として、
必要な機関との連携や、女性センターの市内外
のネットワークなどを活用することにより、次の
事項について取り組む。 
⑴　災害発生前 
ア　母子健康手帳等に災害への備えについて
掲載し、妊産婦へ啓発を行う 
イ　女性や子育て家庭向けの防災・減災学習を
行う 
ウ　市外の女性センター等からの受援体制を整
備する 
⑵　災害発生後 
ア　女性や子育て家庭に役立つ情報提供や相
談窓口の設置・運営を行う 
イ　女性団体や地域の女性グループ等の取組
みや支援をコーディネートする 

28 ## 明石市 4 4 3 3 4 1

明石市地域防災計画 
 
供給班 
①避難者の食糧、物資の調達、配布に関するこ
と。 
②炊出しの実施、配分等に関すること。

28 ## 西宮市 4 4 3 3 2 2
28 ## 洲本市 4 4 3 3 2 2

28 ## 芦屋市 4 4 1 1

芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条
例 
 
その地位や権限を利用して，他者に対する嫌が
らせ，強制，圧力をかける行為，各種ハラスメン
トその他人権侵害のおそれのある行為を行わな
いこと。

2 2 2

28 ## 伊丹市 4 4 3 3 2 2
28 ## 相生市 4 4 3 3 4 2

議員の利用することので
きる保育施設等が議会に
設置または提供されてい
るか。

議員の利用することので
きる授乳室等が議会に設
置または提供されている
か。

議会におけるハラスメン
ト防止に関する取組を
行っているか。

問１１で１．を選択した場合、行っている取組みは、次のうちどれか。
地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを
含む）に、男女共同参画担当部局又は男女共同参画センターの
具体的な役割が明確に位置づけられているか。

問１２

問１２で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

男女共同参画に関する研
修（ハラスメント防止に関す
るもの以外）を行っていま
すか。

議会において、通称又は旧
姓の使用を認めています
か。

問１５で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

政治分野の男女共同参画の
ために実施していることがあ
ればご記入ください。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

調査時点
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市

区
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名

市町村４－５ (2)



問９ 問１０ 問１１ 問１３ 問１４ 問１５ 問１６ 問１７

１．人員及び場所の設置
または提供がされてい
る。（臨時のものも含む）
２．保育に必要な場所の
設置または提供がされて
いる。（臨時のものも含
む）
３．設置または提供する
予定である。
４．なし

１．専用の場所が設置さ
れている。（常設）
２．授乳等に必要な場所
の設置または提供がされ
ている。（臨時のものも含
む）
３．設置または提供する
予定である。
４．なし

１．行っている。
２．行っていないが、今
後取組む予定である。
３．行っておらず、今後
取組む予定もない。
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１．行っている。
２．行っていないが、今後
取組む予定である。
３．行っておらず、今後、取
組む予定もない。

１．明記した規定があり、認
めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、運
用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、過
去に使用した事例も判断し
たこともない。

１．位置づけられた規
定がある。
２．位置づけられてい
ない。
３．その他（不明等）

左記で、１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

議員の利用することので
きる保育施設等が議会に
設置または提供されてい
るか。

議員の利用することので
きる授乳室等が議会に設
置または提供されている
か。

議会におけるハラスメン
ト防止に関する取組を
行っているか。

問１１で１．を選択した場合、行っている取組みは、次のうちどれか。
地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを
含む）に、男女共同参画担当部局又は男女共同参画センターの
具体的な役割が明確に位置づけられているか。

問１２

問１２で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

男女共同参画に関する研
修（ハラスメント防止に関す
るもの以外）を行っていま
すか。

議会において、通称又は旧
姓の使用を認めています
か。

問１５で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

政治分野の男女共同参画の
ために実施していることがあ
ればご記入ください。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査
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名

28 ## 豊岡市 4 2 3 3 4 1

28 ## 加古川市 4 4 2 3 2 2
28 ## 赤穂市 4 4 3 3 4 2

28 ## 西脇市 4 4 3 3 1

西脇市議会議員の通称名等の使用に関する規
程 
 
（通称名等使用の届出） 
第３条　議員は、通称名等を使用しようとすると
きは、通称名等使用届（様式第１号）を議長に提
出しなければならない。ただし、一般選挙後にお
いて議長が選出されていないときは、議会事務
局長に提出するものとする。

2

28 ## 宝塚市 4 4 1 3 1 1

市議会活動における戸籍名以外の氏名の使用
にかかる申し合わせ 
 
１．議員は、市議会議員選挙立候補時に選挙管
理委員会に届出した戸籍名以外の氏名（以下
「通称名」という。）を、議長に届出（様式１）の
上、市議会活動に使用することができる。 
２．通称名の範囲は、議員が上記選挙立候補時
に選挙管理委員会に受理された候補者氏名の
範囲内とする。

1

地域防災計画 
 
女性の災害相談に関すること

28 ## 三木市 4 4 3 3 4 2

豊岡市地域防災計画 
 
◎災害時の配備体制により具体的な役割を明
記している。 
 
第１節 計画の趣旨 
第２ 計画の基本的な考え方 
 (3)　多様な主体の参画による防災・減災対策
の推進 
各種計画策定や予防対策、応急対策、復旧復
興対策など災害対策のあらゆる場・組織におい
て、女性の視点からの災害対応が行われること
や障害者、高齢者等の災害時要援護者の参画
等を促進し、様々なニーズに対応できるきめの
細かい防災・減災対策を進める。 
 
第２章　災害予防 
第１２款　備蓄体制等の整備 
第１　基本方針 
市、関係機関、関係団体、住民及び事業所は、
住民による自主備蓄、市・県等における現物備
蓄及び流通備蓄による総合的な備蓄体制を確
立し、次の基本方針に基づき備蓄等を行う。 
 (7)　市（本部事務局）は、物資の備蓄・配送・配
付等の方針については、災害時要援護者への
配慮、男女のニーズの違い等男女双方の視点
等に配慮するよう努める。 
 
第３　生活必需物資 
市（本部事務局）は、次の生活必需品等の個人
による備蓄を促すとともに、備蓄並びに物資の
調達について関係団体等に協力を求める。 
１　備蓄、調達 
 (2)　備蓄目標数量  
男女のニーズの違いや高齢者、障害者、乳幼
児、妊産婦等を対象とした物品について、対象
者や使途を考慮して必要な数量を見積もる。 
 
第３章　風水害応急 
第３節　円滑な災害応急活動の展開 
第４款　避難対策の実施 
 (4)　避難所運営に係る留意点 
 ア　市（避難部）は、災害時要援護者に対して
は、個々の状況に応じた十分な配慮を行うとと
もに、男女のニーズの違い等男女双方の視点
に十分配慮する。特に、女性専用の物干し場、
更衣室や授乳場所の確保、生理用品や女性用
下着の女性による配布、巡回警備や防犯ブ
ザーの配布、トイレや安全確保への配慮、女性
が相談しやすい場づくりなど、女性や子育て家
庭のニーズに配慮した避難所の運営に努める。 

市町村４－５ (2)



問９ 問１０ 問１１ 問１３ 問１４ 問１５ 問１６ 問１７

１．人員及び場所の設置
または提供がされてい
る。（臨時のものも含む）
２．保育に必要な場所の
設置または提供がされて
いる。（臨時のものも含
む）
３．設置または提供する
予定である。
４．なし

１．専用の場所が設置さ
れている。（常設）
２．授乳等に必要な場所
の設置または提供がされ
ている。（臨時のものも含
む）
３．設置または提供する
予定である。
４．なし

１．行っている。
２．行っていないが、今
後取組む予定である。
３．行っておらず、今後
取組む予定もない。
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１．行っている。
２．行っていないが、今後
取組む予定である。
３．行っておらず、今後、取
組む予定もない。

１．明記した規定があり、認
めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、運
用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、過
去に使用した事例も判断し
たこともない。

１．位置づけられた規
定がある。
２．位置づけられてい
ない。
３．その他（不明等）

左記で、１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

議員の利用することので
きる保育施設等が議会に
設置または提供されてい
るか。

議員の利用することので
きる授乳室等が議会に設
置または提供されている
か。

議会におけるハラスメン
ト防止に関する取組を
行っているか。

問１１で１．を選択した場合、行っている取組みは、次のうちどれか。
地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを
含む）に、男女共同参画担当部局又は男女共同参画センターの
具体的な役割が明確に位置づけられているか。

問１２

問１２で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

男女共同参画に関する研
修（ハラスメント防止に関す
るもの以外）を行っていま
すか。

議会において、通称又は旧
姓の使用を認めています
か。

問１５で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

政治分野の男女共同参画の
ために実施していることがあ
ればご記入ください。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

都
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名

28 ## 高砂市 4 4 3 3 1 2

28 ## 川西市 4 4 3 3 2 2
28 ## 小野市 4 4 3 3 4 3

28 ## 三田市 4 4 1 1

三田市議会議員の政治倫理に関する条例 
 
地位を利用して嫌がらせ、強制、圧力をかける
行為、セクシャルハラスメント、パワーハラスメン
トその他人権侵害のおそれのある行為を行わな
いこと。（第4条第1項第5号）

3 4 1

高砂市議会議員の旧姓使用の取扱いに関する
要綱 
 
（趣旨） 
第１条　この要綱は、高砂市議会議員（以下「議
員」という。）が戸籍上の氏に代えて、旧姓を議
会活動に使用する場合の取扱いに関し必要な
事項を定めるものとする。 
（定義） 
第２条　この要綱において「旧姓」とは、婚姻、養
子縁組その他の事由（以下「婚姻等」という。）に
より、氏を改めた者の婚姻等の前の戸籍上の
氏をいう。 
（承認） 
第３条　議員は、議長の承認を受けたときは、次
に掲げる事項を除き、旧姓を使用することがで
きるものとする。 
（１）履歴に関する届出書類 
（２）身分に関する届出書類 
（３）辞職願 
（４）議員報酬、期末手当等の支給に関する書
類 
（５）源泉徴収票の名義 
（６）市議会議員共済会に関する各種届出書 
（７）在職証明書等の各種証明書 
（８）叙勲等の表彰に関する書類 
（９）その他旧姓の使用により実務上の混乱が
生ずるおそれがあると議長が判断するもの 
（承認の申請） 
第４条　議員は、前条の承認を受けようとすると
きは、旧姓使用承認申請書（様式第１号）を議
長に提出しなければならない。 
（承認の通知） 
第５条　議長は、旧姓の使用を承認したときは、
旧姓使用承認通知書（様式第２号）により、前条
の規定による申請をした議員に通知するものと
する。 
（中止の届出） 
第６条　第３条の承認を受けて旧姓を使用して
いる議員は、その使用を中止しようとするとき
は、旧姓使用中止届（様式第３号）を議長に提
出しなければならない。 
（報告） 
第７条　議長は、旧姓の使用を承認したとき又
は旧姓使用中止届を受理したときは、その旨を
議会運営委員会に報告するものとする。 
（責務） 
第８条　旧姓を使用する議員は、旧姓を使用す
るに当たっては、議会活動及びその関連する事
務処理に誤解や混乱が生じないように努めなけ
ればならない。 
（その他） 
第９条　この要綱に定めるもののほか、旧姓の

 使用に関し必要な事項は、議長が定める。 

三田市地域防災計画・三田市避難所運営マ
ニュアル 
 
三田市地域防災計画災害応急対策計画におい
て、避難所においては、別に定める「避難所運
営マニュアル」に基づき、自主防災組織や自治
会といった住民組織が主体となった避難所運営
委員会を組織し、次の３点の視点を持って、避
難所運営にあたるとしている。 
①行政との連携のもとに住民の自治による運営 
②地域の支援拠点としての役割を担う場所とな
るよう在宅避難者にも配慮した拠点づくり 
③要援護者の支援や男女共同参画の実現な
ど、一人ひとりの多様性に配慮した運営 
 
また、避難所運営委員会を組織するにあたって
は、3割以上の女性役員の登用や、医療・保健・
福祉などの専門職能団体、ボランティア・NPO
団体の参画を図る点について留意する。 
 
避難所運営において特に配慮すべきこととして
以下の対応を行う。 
(1)男女別の物干し場、更衣室、トイレの設置 
(2)授乳スペースの確保 
(3)女性担当者による女性用品の配布 
(4)巡回警備や防犯ブザーの配布等の女性や子
どもへの暴力に対する安全確保や相談場所の
設置 
(5)災害時要援護者用窓口の設置 
(6)災害時要援護者に配慮した対応（身体面、情
報面で支援が必要な避難者に対し、スペースの
配慮やマンパワーによる支援） 
(7)家庭動物収容スペースの確保

市町村４－５ (2)



問９ 問１０ 問１１ 問１３ 問１４ 問１５ 問１６ 問１７

１．人員及び場所の設置
または提供がされてい
る。（臨時のものも含む）
２．保育に必要な場所の
設置または提供がされて
いる。（臨時のものも含
む）
３．設置または提供する
予定である。
４．なし

１．専用の場所が設置さ
れている。（常設）
２．授乳等に必要な場所
の設置または提供がされ
ている。（臨時のものも含
む）
３．設置または提供する
予定である。
４．なし

１．行っている。
２．行っていないが、今
後取組む予定である。
３．行っておらず、今後
取組む予定もない。
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１．行っている。
２．行っていないが、今後
取組む予定である。
３．行っておらず、今後、取
組む予定もない。

１．明記した規定があり、認
めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、運
用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、過
去に使用した事例も判断し
たこともない。

１．位置づけられた規
定がある。
２．位置づけられてい
ない。
３．その他（不明等）

左記で、１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

議員の利用することので
きる保育施設等が議会に
設置または提供されてい
るか。

議員の利用することので
きる授乳室等が議会に設
置または提供されている
か。

議会におけるハラスメン
ト防止に関する取組を
行っているか。

問１１で１．を選択した場合、行っている取組みは、次のうちどれか。
地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを
含む）に、男女共同参画担当部局又は男女共同参画センターの
具体的な役割が明確に位置づけられているか。

問１２

問１２で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

男女共同参画に関する研
修（ハラスメント防止に関す
るもの以外）を行っていま
すか。

議会において、通称又は旧
姓の使用を認めています
か。

問１５で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

政治分野の男女共同参画の
ために実施していることがあ
ればご記入ください。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査
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28 ## 加西市 4 4 2 2 4 2

28 ## 丹波篠山市 4 4 3 3 1

通称の使用に関する申し合わせ 
 
履歴書により届け出た戸籍上の氏名に替えて、
通称を使用する場合は通称名使用届（様式第1
号）により議長に対して申請をし、議会運営委員
会に諮った後、議長が許可することとする。 
　通称とは、公職選挙法制度の通称とする。 
　通称の使用が許可された場合には、以降任期
中通称を議員氏名として、用いるものとする。

2

28 ## 養父市 4 4 2 2 4 2
28 ## 丹波市 4 4 1 3 3 2 2
28 ## 南あわじ市 4 4 3 3 4 2
28 ## 朝来市 4 4 3 3 4 2
28 ## 淡路市 4 4 3 2 4 2
28 ## 宍粟市 4 4 2 3 4 2

28 ## 加東市 4 4 3 3 4 1

加東市地域防災計画 
 
避難所運営への男女共同参画の視点の反映

28 ## たつの市 4 4 1 1 3

たつの市議会ハラスメント防止規定 
 
第３条　（議員の責務）議員は、市政に携わる権
能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理
観を持ち、地方自治の本旨に従って、その使命
の達成に努めなければならない。　２　議員は、
ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、活
動を害するものであること及び相手が職務遂行
上の対等な立場にあることを自覚し、人格を尊
重した活動をしなければならない。　３　議員は、
自らの行為がハラスメントであると疑われたとき
は、誠実な態度をもって疑惑の解明に当たると
ともに、その責任を明確にし、解決するよう努め
なければならない。　４　議員は、他の議員が、
ハラスメントに当たる発言又は行動を行っている
と認められる事態に遭遇したときは、当該発言
又は行動を行っている者に対し厳に慎むべき旨
を指摘するよう努めなければならない。

3 4 2

28 ## 猪名川町 4 4 1 3 3 4 2
28 ## 多可町 4 2 3 3 4 2

28 ## 稲美町 4 4 2 2 4 1

稲美町地域防災計画 
 
教育・避難支援：災害避難時、避難者への食料
及び生活必需品の供給に関すること。

28 ## 播磨町 4 4 3 3 4 2
28 ## 市川町 4 4 3 3 4 2
28 ## 福崎町 4 4 3 3 4 2
28 ## 神河町 4 4 2 2 4 2
28 ## 太子町 4 4 3 3 4 2
28 ## 上郡町 4 4 3 3 2 2
28 ## 佐用町 4 4 3 3 4 2
28 ## 香美町 4 4 3 3 3 2
28 ## 新温泉町 4 4 3 3 4 2

市町村４－５ (2)


	28調査表４（兵庫県）(4-1)1223
	28調査表４（兵庫県）(4-2)1223
	28調査表４（兵庫県）(4-2-2)1223
	28調査表４（兵庫県）(4-3)1223
	28調査表４（兵庫県）(4-4)1223
	28調査表４（兵庫県）(4-4-2)1223
	28調査表４（兵庫県）(4-4-3)1223
	28調査表４（兵庫県）(4-5)1223
	28調査表４（兵庫県）(4-5-2)1223

